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は
じ
め
に

　

モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
第
五
代
皇
帝
ク
ビ
ラ
イ（
在
位
一
二
六
〇
│
一
二
九
四
年
）

は
、
帝
国
の
新
た
な
首
都
と
し
て
大
都
（
現
在
の
北
京
）
を
建
設
し
た
。
そ
の

城
内
お
よ
び
郊
外
に
は
、
ク
ビ
ラ
イ
以
下
歴
代
モ
ン
ゴ
ル
皇
帝
の
命
に
よ
り
、

次
々
に
仏
教
寺
院
が
造
営
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
中
華
人
民
共
和
国

の
史
家
等
は
こ
れ
ら
を
「
皇
家
寺
院
」
と
呼
ぶ
）。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
勅
建

寺
院
の
な
か
に
は
、
建
立
を
命
じ
た
皇
帝
・
皇
后
や
そ
の
近
親
の
皇
族
ら
そ
の

も
の
の
姿
を
表
す
肖
像
が
、
彼
ら
の
死
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
内
に
設
け
ら
れ

た
神
御
殿
（
原
廟
、
御
容
殿
、
影
堂
な
ど
と
も
記
さ
れ
る
）
に
納
め
ら
れ
る
と

い
う
特
徴
を
有
し
た
も
の
が
あ
る
。

　

筆
者
は
以
前
、
こ
う
し
た
特
徴
を
も
っ
た
寺
院
を
便
宜
的
に
「
神
御
殿
寺
」

と
呼
び
、
他
の
仏
寺
と
切
り
離
し
て
分
析
を
加
え
た
こ
と
が
あ
る
。1

前
稿
で
は

漢
文
史
料
に
よ
り
な
が
ら
、
例
え
ば
、
ク
ビ
ラ
イ
の
勅
に
よ
り
大
都
城
内
に
建

立
さ
れ
た
大
聖
寿
万
安
寺
（
現
、
妙
応
寺
）
の
白
塔
が
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
様
式
で

あ
り
、
ま
た
各
寺
に
安
置
さ
れ
た
仏
像
・
仏
画
・
幡
竿
な
ど
の
荘
厳
具
に
も
チ

ベ
ッ
ト
仏
教
の
要
素
を
確
実
に
見
て
取
る
こ
と
が
出
来
、
さ
ら
に
は
御
容
の
材

料
に
も
チ
ベ
ッ
ト
産
の
も
の
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
。

同
時
に
、
神
御
殿
寺
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
す
で
に
大
都
に
お
け
る
帝
師
・
国
師

の
居
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
大
護
国
仁
王
寺
を
中
心
に
行
な
わ

れ
た
白
傘
蓋
の
仏
事
や
、
ク
ビ
ラ
イ
時
代
の
太
廟
祭
祀
の
例
も
挙
げ
つ
つ
、
モ

ン
ゴ
ル
皇
室
と
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
示
し
た

つ
も
り
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
モ
ン
ゴ
ル
皇
族
に
と
り
わ
け
縁
の
深
い
寺
院
に
焦
点
を
当
て
た
の

は
、
元
代
を2

た
だ
仏
教
こ
と
に
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
対
す
る
信
仰
が
優
越
し
た
時

代
で
あ
っ
た
と
お
お
ざ
っ
ぱ
に
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
明

ら
か
に
さ
れ
て
き
て
は
い
な
い
信
仰
の
実
態
、
あ
る
い
は
実
際
に
迫
る
た
め
の
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二

手
が
か
り
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
近
年
、
例
え
ば
建
築
史
の
立
場
か
ら
、
元
朝
の
皇
室
が
造
営

し
た
寺
院
に
は
必
ず
し
も
仏
塔
そ
れ
も
チ
ベ
ッ
ト
式
の
も
の
が
存
在
し
た
と
は

言
え
ず
、
ま
た
そ
の
伽
藍
配
置
に
着
目
す
る
と
「
中
国
」
の
伝
統
的
な
建
築
方

法
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
と
す
る
見
解
が
現
れ
た
。
ま
た
別
に
、
筆
者
の
研
究

に
は
遺
漏
や
誤
り
が
あ
る
と
の
指
摘
も
受
け
て
い
る
。3

首
肯
で
き
る
点
も
な
く

は
な
い
が
、
た
だ
、
筆
者
ら
が
考
察
の
対
象
と
し
た
の
は
、
あ
く
ま
で
神
御
殿

が
設
置
さ
れ
た
勅
建
の
仏
寺
で
あ
っ
た
。
た
だ
単
に
皇
族
が
そ
の
建
立
に
携

わ
っ
た
寺
院
、
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
「
皇
家
寺
院
」
の
な
か
に
は
神
御
殿
を
有
さ

な
い
も
の
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
は
対
象
の
外
に
置
い
た
。
我
々
が
受
け
た

指
摘
の
な
か
に
は
、
こ
う
し
た
対
象
外
と
し
た
寺
院
の
事
例
を
も
っ
て
な
さ
れ

た
も
の
も
あ
る
。

　

ま
た
前
稿
で
は
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
あ
る
い
は
チ
ベ
ッ
ト
の
影
響
を
言
う
場
合

に
は
、
荘
厳
具
や
御
容
の
材
料
、
白
傘
蓋
の
仏
事
な
ど
、
基
本
的
に
神
御
殿
寺

に
関
わ
る
範
囲
内
で
積
極
的
に
「
チ
ベ
ッ
ト
（
仏
教
）」
の
要
素
を
探
し
だ
し
、

そ
れ
ら
を
提
示
し
て
い
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
モ
ン
ゴ
ル
時
代
に
モ
ン
ゴ
ル
皇

族
ら
が
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
を
尊
崇
し
た
こ
と
は
な
か
ば
常
識
と
な
っ
て
は
い
る
も

の
の
、で
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
そ
れ
が
存
在
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、

意
外
な
ほ
ど
明
ら
か
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
我
々
が
チ
ベ
ッ

ト
（
仏
教
）
の
要
素
を
見
出
し
た
仏
寺
に
、
例
え
ば
そ
の
伽
藍
配
置
に
お
い
て

伝
統
的
な
建
築
方
式
が
見
出
せ
た
と
し
て
も
、
何
ら
の
不
思
議
も
な
い
。
く
ど

い
よ
う
で
は
あ
る
が
、
む
し
ろ
そ
こ
に
チ
ベ
ッ
ト
（
仏
教
）
色
が
確
認
で
き
る

こ
と
に
こ
そ
、
歴
史
的
意
義
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。4

　

さ
て
、
勅
建
の
神
御
殿
寺
に
は
皇
室
か
ら
広
大
な
土
地
が
寄
進
さ
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
に
総
管
府
が
置
か
れ
こ
れ
ら
を
太
禧
宗
禋
院
が
統
べ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
る
。5

近
年
、
こ
う
し
た
神
御
殿
寺
の
寺
産
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
、
重
要
な

史
料
が
現
れ
た
。
例
え
ば
、二
〇
〇
二
年
に
韓
国
で
発
見
さ
れ
た
『
至
正
条
格
』

に
お
い
て
で
あ
る
。
本
書
は
、
一
三
四
六
年
に
モ
ン
ゴ
ル
治
下
の
中
国
本
土
で

刊
行
さ
れ
た
と
さ
れ
る
漢
文
文
献
『
至
正
条
格
』
の
「
斷
例
」「
条
格
」
各
一

冊
に
あ
た
る
。
二
〇
〇
七
年
に
韓
国
学
中
央
研
究
院
を
編
者
と
し
て
校
注
本
・

影
印
本
が
あ
わ
せ
て
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
は
『
通
制
条
格
』
な
ど
従
来
の

同
種
文
献
に
は
見
ら
れ
ず
、
本
書
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
の
存
在
が
明
ら
か
に

な
っ
た
条
項
が
存
在
す
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
発
見
時
よ
り
学
界
の
注
目
を
集
め

て
い
る
。

　

そ
の
う
ち
の
第
九
七
条
は
、順
帝
ト
ゴ
ン
テ
ム
ル
の
元
統
二
年
（
一
三
三
四
）

四
月
二
八
日
の
中
書
省
の
奏
で
あ
り
、
や
は
り
従
来
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
条

項
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
至
元
三
〇
年
（
一
二
九
三
）
以
後
、
す
な
わ
ち
事

実
上
ク
ビ
ラ
イ
が
没
し
た
一
二
九
四
年
よ
り
後
に
、
諸
王
・
公
主
・

馬
・
百

官
、
そ
し
て
仏
寺
・
道
観
に
撥
賜
さ
れ
た
田
土
の
還
官
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

還
官
の
対
象
を
仔
細
に
記
す
本
条
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
陳
高
華
氏
が
、
賜
田
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の
研
究
に
お
い
て
ま
た
宗
教
史
研
究
に
お
い
て
も
極
め
て
重
要
な
史
料
で
あ
る

と
指
摘
し
て
い
る
。6

　

そ
し
て
本
条
の
冒
頭
、
中
書
省
の
検
討
結
果
が
皇
帝
に
上
奏
さ
れ
る
部
分
に

は
、「
除
世
祖
皇
帝
時
分

有
影
堂
的
寺
院
裏
撥
賜
外
」
と
明
記
さ
れ
、
つ
ま

り
世
祖
ク
ビ
ラ
イ
時
代
に
撥
賜
し
た
も
の
と
と
も
に
、
影
堂
す
な
わ
ち
神
御
殿

が
設
置
さ
れ
た
寺
院
に
撥
賜
さ
れ
た
田
土
に
つ
い
て
は
、
還
官
の
検
討
対
象
か

ら
始
め
か
ら
ま
ず
除
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

や
は
り
神
御
殿
が
設
置
さ
れ
た
寺
院
群
は
、
ト
ゴ
ン
テ
ム
ル
の
治
世
に
お
い
て

も
特
別
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

　

以
下
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
・
事
実
を
踏
ま
え
た
上
で
、
表
題
に
あ

る
通
り
、
神
御
殿
寺
に
つ
い
て
寺
産
と
い
う
側
面
か
ら
改
め
て
考
察
を
加
え
る

こ
と
と
す
る
。な
か
で
も
関
連
す
る
史
料
が
と
り
わ
け
多
い
大
護
国
仁
王
寺
が
、

そ
の
中
心
と
な
る
。

　
　

第
一
章　

対
象
と
な
る
寺
院
と
寺
産
の
概
略

　

い
わ
ゆ
る
「
皇
家
寺
院
」
の
う
ち
、
大
都
お
よ
び
そ
の
郊
外
に
建
立
さ
れ
か

つ
神
御
殿
を
有
し
た
仏
寺
を
本
稿
で
も
便
宜
的
に
「
神
御
殿
寺
」
と
呼
び
、
他

の
寺
院
と
区
別
し
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
ま
ず
は
本
稿
で
対
象

と
す
る
寺
院
と
、
そ
の
寺
産
（
漢
文
史
料
で
は
、
常
住
、
永
業
、
恒
産
な
ど
と

記
さ
れ
る
）
の
性
格
と
所
在
に
つ
い
て
大
づ
か
み
に
把
握
し
た
い
。

　

さ
て
神
御
殿
寺
に
は
、
寺
院
組
織
や
寺
産
の
管
理
の
た
め
に
総
管
府
等
の
官

署
が
置
か
れ
、
文
宗
ト
ク
テ
ム
ル
時
代
（
一
三
二
九
│
三
二
）
に
は
、
太
禧
宗

禋
院
の
管
轄
下
に
置
か
れ
た
と
す
る
考
え
が
あ
っ
た
。『
元
史
』
巻
八
七
、百
官

志
、
太
禧
宗
禋
院
の
条
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
同
条
に
よ
っ
て
す
で

に
自
明
な
よ
う
に
、
神
御
殿
寺
の
祭
祀
及
び
銭
糧
の
出
納
を
太
禧
宗
禋
院
が
一

元
的
に
管
轄
し
た
の
は
ト
ク
テ
ム
ル
時
代
の
姿
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
、
そ
し
て

一
三
四
〇
年
に
親
政
を
は
じ
め
た
ト
ゴ
ン
テ
ム
ル
が
ト
ク
テ
ム
ル
派
を
一
掃
す

る
と
同
時
に
太
禧
宗
禋
院
を
廃
止
し
た
以
後
は
、
個
々
の
衙
門
は
独
立
し
て
存

在
し
て
い
た
。
な
か
で
も
大
護
国
仁
王
寺
の
担
当
官
署
と
宣
政
院
と
の
関
係
が

密
接
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
前
稿
で
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
作
成
し
た
【
表
１
】
は
、
前
稿
六
五
頁
の
表
を
改
め
た
も

の
で
あ
る
。
表
中
の
寺
院
に
は
、『
元
史
』
巻
七
五
、
祭
祀
志
、
神
御
殿
の
条

に
記
載
さ
れ
る
も
の
の
、『
同
』
太
禧
宗
禋
院
の
条
で
は
、
そ
の
総
管
府
の
存

在
が
示
さ
れ
な
い
も
の
も
あ
る
。7

ま
た
同
条
の
記
載
順
序
は
、大
崇
恩
福
元
寺
、

大
護
国
仁
王
寺
、
大
承
華
普
慶
寺
、
大
承
天
護
聖
寺
、
大
聖
寿
万
安
寺
と
、
な

ぜ
か
建
立
年
と
は
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
。

　

別
に
神
御
殿
寺
の
名
を
改
め
て
見
て
み
る
と
、
す
べ
て
「
大
〜
寺
」
と
い
う

作
り
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
こ
れ
に
関
連
し
て
筆
者
は
、
漢
籍
史
料
中
に
単

に
「
大
寺
」
と
あ
る
場
合
、
こ
う
し
た
神
御
殿
寺
を
無
条
件
に
指
す
場
合
が
あ
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【
表
１
：
神
御
殿
寺
一
覧
】

寺
名

建
立

者
工

期
神

御
殿

被
祀

者
御

容
安

置
者

総
管

府
地

名
を

冠
す

る
下

属
官

署
『

元
史

』
本

紀

大
護

国
仁

王
寺

（
高

良
河

寺
、

高
梁

河
寺

、
鎮

国
仁

王
寺

、
西

鎮
国

寺
）

チ
ャ

ブ
イ

1270-74
チ

ャ
ブ

イ
テ

ム
ル

会
福

総
管

府
襄

陽
営

田
提

挙
司

江
淮

等
処

営
田

提
挙

司
大

都
等

路
民

佃
提

領
所

（
武

清
等

十
処

）
─

ノ
モ

ガ
ン

イ
ス

ン
テ

ム
ル

大
聖

寿
万

安
寺

（
白

塔
寺

）
ク

ビ
ラ

イ
1279-88

ク
ビ

ラ
イ

・
后

チ
ン

キ
ム

・
后

（
不

明
）

寿
福

総
管

府
─

─
ア

ユ
ル

バ
ル

ワ
ダ

シ
デ

ィ
バ

ラ

大
興

教
寺

ク
ビ

ラ
イ

1283
パ

ク
パ

ア
ユ

ル
バ

ル
ワ

ダ
─

─
─

チ
ン

ギ
ス

シ
デ

ィ
バ

ラ

大
承

華
普

慶
寺

テ
ム

ル
1300-08

ア
ユ

ル
バ

ル
ワ

ダ
・

后
シ

デ
ィ

バ
ラ

崇
祥

総
管

府

鎮
江

稲
田

提
挙

司
梁

稲
田

提
挙

司
平

江
等

処
田

賦
提

挙
司

冀
寧

提
領

所

梁
・

平
江

：
田

80,000
畝（

547）
益

都
：

田
470

頃
（

574）

チ
ン

ギ
ス

=
カ

ン
・

オ
ゴ

デ
イ

・
ト

ル
イ

イ
ス

ン
テ

ム
ル

ダ
ギ

イ
ス

ン
テ

ム
ル

ダ
ル

マ
バ

ラ
・

后
（

不
明

）

大
天

寿
万

寧
寺

テ
ム

ル
1305

テ
ム

ル
の

后
テ

ム
ル

─
─

─
テ

ム
ル

イ
ス

ン
テ

ム
ル

大
崇

恩
福

元
寺

（
南

鎮
国

寺
）

カ
イ

シ
ャ

ン
1308-12

カ
イ

シ
ャ

ン
ア

ユ
ル

バ
ル

ワ
ダ

隆
禧

総
管

府
平

松
等

処
福

元
田

賦
提

挙
司

荊
襄

等
処

田
賦

提
挙

司
河

南
：

官
地

100
頃

（
552）

カ
イ

シ
ャ

ン
の

二
后

（
不

明
）

大
永

福
寺

（
青

塔
寺

）
ア

ユ
ル

バ
ル

ワ
ダ

?-1321
ダ

ル
マ

バ
ラ

ア
ユ

ル
バ

ル
ワ

ダ
─

─
所

在
不

明
：

祭
田

100
頃

（
653）

カ
マ

ラ
イ

ス
ン

テ
ム

ル
シ

デ
ィ

バ
ラ

・
后

（
不

明
）

大
天

源
延

聖
寺

（
黒

塔
寺

）
イ

ス
ン

テ
ム

ル
が

改
名

隋
代

カ
マ

ラ
イ

ス
ン

テ
ム

ル
─

─
吉

安
・

臨
江

：
田

1,000
頃

（
674,

 769-770）
コ

シ
ラ

・
后

ト
ゴ

ン
テ

ム
ル

大
承

天
護

聖
寺

（
西

湖
寺

）
ト

ク
テ

ム
ル

1329
ト

ク
テ

ム
ル

・
后

ト
ク

テ
ム

ル
・

后
隆

祥
総

管
府

宣
農

提
挙

司（
も

と
大

都
等

処
田

賦
提

挙
司

）
平

江
善

農
提

挙
司

荊
襄

等
処

済
農

香
戸

提
挙

司
龍

慶
州

等
処

田
賦

提
領

所
平

江
集

慶
崇

禧
田

賦
提

領
所

集
慶

崇
禧

財
用

所

益
都

・
般

陽
・

寧
海

：
閑

田
162,090

頃
（

756）
蔚

州
広

霊
県

：
歳

所
得

銀
（

764）
山

東
：
地

土
162,000

余
頃

（
879）

注
１

）
寺

名
の

（
）

内
は

、
別

称
。

総
管

府
の

名
称

は
、『

元
史

』
太

禧
宗

禋
院

の
条

に
よ

っ
た

。
注

２
）

チ
ン

ギ
ス

=
カ

ン
・

オ
ゴ

デ
イ

・
ト

ル
イ

の
御

容
は

ク
ビ

ラ
イ

の
命

に
よ

っ
て

造
ら

れ
、

当
初

、
翰

林
院

に
祀

ら
れ

た
。

そ
の

後
、

イ
ス

ン
テ

ム
ル

に
よ

っ
て

大
承

華
普

慶
寺

に
遷

さ
れ

た
が

、
ト

ク
テ

ム
ル

は
再

び
翰

林
院

に
祀

る
。

注
３

）『
元

史
』

本
紀

の
（

）
内

の
数

字
は

、
中

華
書

局
本

の
頁

数
を

示
す

。



五

り
、
な
か
で
も
チ
ベ
ッ
ト
語
文
献
にsde chen po

（
大
寺
）
と
記
さ
れ
、
あ

る
い
は
そ
の
対
訳
漢
文
に
「
大
寺
」
と
あ
る
場
合
、
そ
れ
は
大
護
国
仁
王
寺
を

指
す
確
率
が
極
め
て
高
い
と
考
え
て
い
る
。8

　

と
こ
ろ
で
、
ペ
ル
シ
ア
語
文
献
に
お
い
てbuzurg

（
大
き
い
）
と
い
う
形

容
詞
で
修
飾
さ
れ
た
諸
語
を
総
合
的
に
検
討
し
た
志
茂
碩
敏
一
九
九
五
は
、
そ

れ
ら
は
「
大
〜
」
と
機
械
的
に
訳
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、チ
ン
ギ
ス=

カ
ン
、

チ
ン
ギ
ス=

カ
ン
一
門
、
王
室
を
意
味
す
るkhās

と
同
義
と
考
え
ら
れ
る
例

を
多
数
挙
げ
、
ま
た
漢
文
史
料
中
か
ら
も
同
様
に
考
え
ら
れ
る
例
を
明
確
に
示

し
た
。
そ
の
な
か
に
「
大
（
〜
）
寺
」
の
例
は
挙
が
ら
な
い
が
、
同
様
に
極
め

て
特
殊
な
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
と
判
断
さ
れ
る
。

　

加
え
て
神
御
殿
寺
に
つ
い
て
は
、
大
興
教
寺
と
大
永
福
寺
を
除
く
と
「
大
」

と
「
寺
」
に
挟
ま
れ
る
字
句
は
い
ず
れ
も
四
字
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
語
感
か
ら

し
て
国
家
の
鎮
護
や
皇
家
天
寿
の
安
寧
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
文
字
が
用
い
ら

れ
る
こ
と
も
特
徴
と
し
て
指
摘
し
得
よ
う
。
太
禧
宗
禋
院
の
条
に
示
さ
れ
る
各

総
管
府
の
名
に
も
、
同
様
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
例
え
ば
「
大
」
と
「
寺
」
に
挟
ま
れ
る
字
句
が
二
字
で
あ
る
大
永

福
寺
に
つ
い
て
は
、『
元
史
』
巻
二
六
、
仁
宗
本
紀
、
延
祐
五
年
（
一
三
一
八
）

九
月
辛
巳
の
条
（
五
八
六
頁
）
に
、「
大
永
福
寺
都
総
管
府
を
置
く
、
秩
三
品
。」

と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
三
年
後
の
二
月
に
竣
工
す
る
同
寺
に
も
確
か
に
総
管
府

は
置
か
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
『
元
史
』
巻
二
九
、
泰
定
帝
本
紀
、

泰
定
二
年
（
一
三
二
五
）
正
月
甲
辰
の
条
（
六
五
三
頁
）
に
は
、「
顕
宗
（
＝

カ
マ
ラ
）
の
像
を
永
福
寺
に9

奉
安
し
、
祭
田
百
頃
を
給
せ
し
む
。」
と
あ
る
よ

う
に
、
管
理
す
べ
き
祭
田
が
あ
っ
た
こ
と
も
間
違
い
な
い
。
太
禧
宗
禋
院
の
条

を
見
る
と
、
崇
祥
総
管
府
の
下
に
普
慶
営
繕
司
の
ほ
か
に
永
福
営
繕
司
、
ま
た

永
福
財
用
所
の
名
が
見
え
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
は
大
永
福
寺
の
担
当
官
署
で

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。10

　

た
だ
こ
れ
に
対
し
て
、冒
頭
で
紹
介
し
た『
至
正
条
格
』第
九
七
条（
一
三
三
四

年
）
で
は
、
還
官
の
対
象
か
ら
「
有
影
堂
的
寺
院
」
に
撥
賜
し
た
も
の
は
除
外

す
る
と
明
記
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
主
・
妃
子
ら
と
と
も
に
「
承
天
・

永
福
寺
・
崇
恩
寺
」
に
撥
賜
し
与
え
た
地
土
は
数
を
験
べ
て
官
に
還
す
と
さ
れ

る
の
で
あ
る
。11

こ
こ
に
は
（
大
）
永
福
寺
と
と
も
に
、（
大
）
承
天
（
護
聖
寺
）、

（
大
）
崇
恩
（
福
元
）
寺
な
ど
の
名
も
挙
が
っ
て
い
る
。
筆
者
等
に
と
っ
て
は
、

い
ず
れ
も
「
大
」
字
を
欠
き
、
本
来
の
寺
名
を
省
略
し
て
記
さ
れ
て
い
る
点
に

意
味
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
三
寺
は
、
一
三
三
四
年
当
時
に
あ
っ
て
は
、「
有

影
堂
的
寺
院
」
の
扱
い
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。

　

神
御
殿
寺
の
総
管
府
等
は
、
そ
の
寺
院
が
建
立
さ
れ
る
た
び
に
起
工
時
や
竣

工
後
の
組
織
・
寺
産
を
管
轄
す
る
た
め
に
置
か
れ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
そ

れ
ら
を
一
括
管
理
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
ト
ク
テ
ム
ル
期
（
一
三
二
九
│

三
二
）
と
そ
れ
以
前
に
も
少
な
く
と
も
泰
定
帝
イ
ス
ン
テ
ム
ル
期
（
一
三
二
三



六

│
二
八
）
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
前
者
の
改
革
に

い
た
る
ま
で
の
過
程
が
百
官
志
に
は
留
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ

に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ト
ク
テ
ム
ル
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
後
の
ト
ゴ
ン
テ
ム

ル
政
権
に
と
っ
て
も
都
合
の
よ
い
も
の
で
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。12

　

モ
ン
ゴ
ル
帝
国
に
お
い
て
は
チ
ン
ギ
ス=

カ
ン
没
後
よ
り
す
で
に
、
そ
し

て
ク
ビ
ラ
イ
以
降
に
お
い
て
も
皇
位
・
皇
統
を
め
ぐ
る
熾
烈
な
争
い
が
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
争
い
が
神
御
殿
の
御
容
や
太
廟
の
木
主
の
あ
り
方
に
ま
で
色
濃
く
反

映
さ
れ
た
例
に
つ
い
て
は
、
杉
山
正
明
一
九
九
五
に
依
拠
し
つ
つ
、
縷
々
前
稿

で
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
百
官
志
に
示
さ
れ
る
個
々
の
官
署
の
沿
革

に
つ
い
て
は
、
抹
消
さ
れ
て
い
た
り
す
る
部
分
、
矮
小
化
さ
れ
た
部
分
も
当
然

あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。『
至
正
条
格
』
の
件
の
条
項
は
、
そ
う

し
た
経
緯
の
一
端
を
と
ど
め
る
も
の
で
も
あ
る
。

　

ま
た
別
に
『
元
史
』
巻
三
五
、
文
宗
本
紀
、
至
順
二
年
（
一
三
三
一
）
五
月

丙
戌
の
条
（
七
八
四
頁
）
に
は
、

太
禧
宗
禋
院
臣
言
う
「
累
朝
の
建
つ
る
所
の
大
（
聖
壽
）
萬
安
（
寺
）
等

十
二
寺
、
舊
額
の
僧
は
三
千
一
百
五
十
人
、
歳
ご
と
に
例
と
し
て
糧
を
給

す
。
今
、
そ
の
徒
は
猥
り
に
多
く
、
九
百
四
十
三
人
を
汰
去
せ
ん
こ
と
を

請
う
」
と
。
制
可
。

と
あ
る
。
太
禧
宗
禋
院
が
も
う
け
ら
れ
た
二
年
後
の
記
事
で
あ
る
。
ク
ビ
ラ
イ

の
御
容
（
肖
像
画
）
を
祀
る
大
聖
寿
万
安
寺
を
筆
頭
に
、
十
二
の
寺
院
が
累
朝

の
建
立
し
た
も
の
と
す
る
。
そ
し
て
同
院
は
、
定
数
と
さ
れ
て
い
た
僧
侶
に
つ

い
て
は
多
す
ぎ
る
の
で
約
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
削
減
す
る
こ
と
を
請
願
し
、
認
め

ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
見
え
る
十
二
と
い
う
数
字
が
、
具
体
的
に
ど
の
寺
院
を

指
し
て
い
る
の
か
に
わ
か
に
は
確
定
で
き
な
い
。

　

例
え
ば
太
禧
宗
禋
院
の
条
か
ら
拾
う
こ
と
の
で
き
る
寺
院
は
、
大
崇
恩
福
元

寺
、
太
玉
山
普
安
寺
、
大
智
全
寺
、
大
万
聖
祐
国
寺
（
以
上
、
隆
禧
総
管
府
）、

大
護
国
仁
王
寺
（
会
福
総
管
府
）、
大
承
華
普
慶
寺
、
大
永
福
寺
、
寿
安
山
大

昭
孝
寺
（
以
上
、
崇
祥
総
管
府
）、
大
承
天
護
聖
寺
、
大
興
龍
普
明
寺
、
大
龍

翔
集
慶
寺
、
大
崇
禧
万
寿
寺
（
以
上
、
隆
祥
総
管
府
）、
大
聖
寿
万
安
寺
、
大

天
寿
万
寧
寺
、
大
天
源
延
聖
寺
（
以
上
、
寿
福
総
管
府
）
と
、
都
合
十
五
に
な

る
。
こ
う
し
た
寺
院
の
中
に
は
筆
者
が
知
る
限
り
、
い
ま
だ
考
察
の
対
象
に
す

ら
な
っ
た
こ
と
の
な
い
も
の
も
あ
る
。
が
、
ト
ク
テ
ム
ル
の
集
慶
の
潜
邸
を
即

位
後
に
改
築
し
た
大
龍
翔
集
慶
寺
ほ
か
、
い
ず
れ
も
皇
族
の
建
立
等
に
由
来
す

る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
は
分
か
る
。
た
だ
一
方
で
、
そ
こ
に
は
、
神
御
殿

が
設
け
ら
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
な
い
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
な
ぜ
ト
ク
テ

ム
ル
が
即
位
し
て
間
も
な
く
、
こ
れ
ら
十
余
の
寺
院
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
ひ

と
つ
の
官
署
、
す
な
わ
ち
太
禧
宗
禋
院
を
立
て
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん

ど
具
体
的
な
こ
と
が
分
か
ら
な
い
イ
ス
ン
テ
ム
ル
の
試
み
と
と
も
に
、
今
後
、

再
考
す
る
価
値
は
あ
る
。13

　

と
は
言
え
、太
禧
宗
禋
院
の
前
身
で
あ
る
太
禧
院
が
設
け
ら
れ
た
時
の
記
事
、



七

す
な
わ
ち
『
元
史
』
巻
三
二
、
文
宗
本
紀
、
致
和
元
年
（
一
三
二
八
）
九
月
乙

亥
の
条
（
七
一
〇
頁
）
に
、

太
禧
院
を
立
て
、
以
て
祖
宗
の
神
御
殿
の
祠
祭
を
奉
ず
、
秩
正
二
品
。
會

福
・
殊
祥
兩
院
を14

罷
む
。（
後
略
）

と
あ
り
、
ま
た
そ
の
直
後
の
十
月
癸
巳
の
条
（
七
一
四
頁
）
に
は
、

壽
福
・
會
福
・
隆
禧
・
崇
祥
四
總
管
府
を
立
て
、
祖
宗
の
神
御
殿
を
分
奉

す
、
秩
正
三
品
、
並
び
に
太
禧
院
に
隷
す
。

と
あ
る
。
つ
ま
り
、そ
れ
ぞ
れ
に
は
神
御
殿
の
文
言
が
明
確
に
記
さ
れ
て
お
り
、

ク
ビ
ラ
イ
と
そ
の
正
后
チ
ャ
ブ
イ
以
降
の
御
容
・
像
を
祀
る
寺
院
こ
そ
が
主
た

る
対
象
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

さ
て
、
こ
う
し
た
紆
余
曲
折
を
経
て
設
置
さ
れ
た
太
禧
宗
禋
院
に
つ
い
て
記

し
た
『
元
史
』
同
条
を
も
と
に
作
成
し
た
【
表
１
】
を
改
め
て
見
て
み
る
と
、

各
総
管
府
下
属
の
官
署
に
は
、
具
体
的
な
地
名
を
冠
し
た
も
の
が
多
く
存
在
す

る
こ
と
に
気
付
く
。
そ
し
て
地
名
に
続
く
官
署
名
を
見
る
と
、
寺
産
の
主
体
が

田
土
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
分
か
る
。【
表
１
】
に
は
あ
わ
せ
て
、『
元
史
』
本

紀
か
ら
も
寄
進
等
の
情
報
を
入
れ
て
お
い
た
。

　

本
表
か
ら
、
本
稿
で
言
う
神
御
殿
寺
の
寺
産
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

場
所
に
分
布
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
簡
便
に
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
よ

う
。
例
え
ば
、
大
都
地
区
に
つ
い
て
は
大
護
国
仁
王
寺
と
大
承
天
護
聖
寺
に
関

し
て
確
認
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
他
、
太
宗
オ
ゴ
デ
イ
時
代
（
一
二
二
九

│
四
一
）
に
行
な
わ
れ
た
旧
金
領
の
分
撥
や
、
ク
ビ
ラ
イ
時
代
（
一
二
六
〇
│

九
四
）
の
旧
南
宋
領
の
分
撥
の
対
象
と
な
っ
た
地
名
が
散
見
さ
れ
る
ほ
か
、金
・

南
宋
の
緩
衝
地
帯
と
な
っ
て
い
た
黄
河
も
し
く
は
淮
河
と
長
江
と
に
挟
ま
れ
た

一
帯
の
地
名
が
多
く
確
認
で
き
る
。15

す
な
わ
ち
陝
西
・
四
川
・
雲
南
を
除
い
た

中
国
本
土
に
広
く
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
、
ま
ず
特
徴
と
し
て
指
摘
し
得
る
の

で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
神
御
殿
寺
の
寺
産
は
、
主
に
建
立
者
で
あ
る
皇
帝
や
そ
の
皇
后
の

寄
進
に
由
来
す
る
場
合
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、他
の
事
例
も
確
認
さ
れ
る
。

大
承
天
護
聖
寺
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
皇
后
が
銀
五
万
両
を
直
接
下
賜
し
て
建

立
を
援
助
し
た
例
が
あ
る
ほ
か
、
宋
の
太
后
全
氏
の
田
を
購
入
し
永
業
と
し
た

例
、
ま
た
罪
を
犯
し
た
官
人
か
ら
没
収
し
た
田
を
籍
し
た
例
、
そ
し
て
叛
乱
を

企
て
た
と
し
て
誅
に
伏
せ
ら
れ
た
安
西
王
ア
ナ
ン
ダ
の
子
月
魯
帖
木
兒
、
ウ
イ

グ
ル
僧
の
玉
你
達
八
的
剌
板
的
、
国
師
の
プ
ラ
ー
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
シ
ュ
リ=

サ

ジ
ン
ア
イ
グ
チ
（
必
剌

納
失
里
沙
津
愛
護
持
）
ら
が
所
有
し
て
い
た
人
畜
・

土
田
・
七
宝
奩
具
・
金
珠
・
宝
玉
・
鈔
幣
を
没
入
し
た
例
が
、
そ
れ
で
あ
る
。16

　
　

第
二
章　

大
護
国
仁
王
寺
の
寺
産

　
『
元
史
』
以
外
の
漢
籍
に
目
を
向
け
た
時
、
大
護
国
仁
王
寺
の
寺
産
に
関
す

る
デ
ー
タ
は
、
と
り
わ
け
多
く
存
在
す
る
。
む
し
ろ
現
在
の
と
こ
ろ
唯
一
、
詳



八

細
が
判
明
す
る
神
御
殿
寺
と
言
っ
て
よ
い
。
関
連
す
る
史
料（
い
ず
れ
も
碑
文
）

は
三
点
あ
り
、
以
下
順
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

（
一
）
大
元
重
修
釋
源
大
白
馬
寺
賜17

田
功
徳
之
碑
（『
河
朔
訪
古
記
』
下
、
河
南

郡
部
、
白
馬
寺
の
条
所
収
、
以
下
白
馬
寺
碑
）

　

白
馬
寺
碑
に
は
、
大
護
国
仁
王
寺
の
寺
産
と
パ
ク
パ’Phags pa

、
宣
政

院
、
そ
し
て
タ
ム
パ D

am
 pa 

な
る
僧
と
の
関
係
に
つ
い
て
興
味
深
い
記
事

が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
パ
ク
パ
に
つ
い
て
は
、
本
誌
六
八
号
に
掲
載
さ
れ
た
拙

稿
二
〇
一
〇
で
詳
し
く
論
じ
た
の
で
、
繰
り
返
さ
な
い
。
タ
ム
パ
は
、
チ
ベ
ッ

ト
の
ド
カ
ム m

D
o kham

s

地
方 

の
ダ
ン
マ’D

am
 m

a 

出
身
で
、
名
は
ク
ン

ガ
ダ
ク K

un dga’grags 

と
言
い
、
パ
ク
パ
の
伯
父
サ
キ
ャ
パ
ン
デ
ィ
タ Sa 

skya pan

・d

・ita 

の
弟
子
に
あ
た
り
、
一
二
七
〇
年
パ
ク
パ
と
と
も
に
入
朝
し

た
人
物
で
あ
る
。『
紅
史 H

u lan teb ther

』
を
は
じ
め
チ
ベ
ッ
ト
文
献
の
サ

キ
ャ
派
の
章
に
そ
の
名
は
挙
が
ら
な
い
が
、
サ
キ
ャ
派
に
非
常
に
近
い
チ
ベ
ッ

ト
仏
僧
で
あ
っ
た
。
一
二
七
四
年
に
パ
ク
パ
が
帰
国
す
る
際
に
は
「
教
門
の
事

を
以
て
こ
れ
（
タ
ム
パ
）
に
屬
せ
し
」
め
て
お
り
、
ま
た
一
二
九
五
年
四
月
つ

ま
り
成
宗
テ
ム
ル
即
位
の
月
に
は
、
大
護
国
仁
王
寺
の
住
持
に
任
じ
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
後
テ
ム
ル
は
、
時
の
帝
師
以
上
に
彼
を
厚
遇
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る
。
タ
ム
パ
は
一
三
〇
二
年
に
死
去
す
る
と
大
護
国
仁
王
寺
の
慶
安
塔

に
埋
葬
さ
れ
、
皇
慶
年
間
（
一
三
一
二
│
一
三
一
三
）
に
は
大
覚
普
慈
広
照
無

上
胆
巴
帝
師
と
追
号
さ
れ
た
。
帝
師
を
追
号
さ
れ
た
唯
一
の
例
で
あ
る
。18

　

さ
て
件
の
白
馬
寺
碑
に
つ
い
て
は
、す
で
に
竺
沙
雅
章
﹇
一
九
九
七
、一
八
八

│
一
九
〇
頁
、
一
九
四
│
一
九
五
頁
な
ど
﹈
で
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、

以
下
、
タ
ン
パ
の
簡
単
な
業
績
を
踏
ま
え
た
上
で
も
う
一
度
、
碑
の
来
歴
と
そ

の
内
容
を
記
し
た
部
分
を
見
て
み
よ
う
。

國
朝
至
元
七
年
（
一
二
七
〇
）
に
逮
び
、
世
祖
皇
帝
（
ク
ビ
ラ
イ
）、
帝
師
帕

克
巴
（
パ
ク
パ
）
の
請
に
從
い
、
大
い
に
爲
に
興
建
を
爲
し
、
門
廡
堂
殿
・
樓

閣
臺
觀
、鬱
然
と
し
て
天
人
の
居
な
り
。庭
中
に
一
鉅
碑
あ
り
、龜
趺
よ
り
螭
首
、

高
さ
四
丈
餘
。
碑
首
に
刻
み
て
曰
く
、
大
元
重
修
釋
源
大
白
馬
寺
賜
田
功
徳
之

碑
、
榮
祿
大
夫
翰
林
承
旨
閻
復
奉
敕
譔
と
。
碑
に
曰
く
、
聖
上
大
徳
改
元
の
四

年
（
一
三
〇
〇
）
冬
十
月
、
釋
源
大
白
馬
寺
告
成
す
。
詔
し
て
護
國
仁
王
寺
の

水
陸
田
の
懷
孟
六
縣
に19

在
る
者
千
六
百
頃
を
以
て
此
の
恆
産
に
充
て
、
永
く
皇

家
子
孫
の
祈
福
の
地
と
爲
す
。
仍
っ
て
翰
林
詞
臣
に
命
じ
て
其
の
事
を
石
に
書

か
し
む
。
臣
復
（
閻
復
）
謹
し
ん
で
清
慧
眞
覺
大
師
文
才
の20

具
え
る
所
の
事
蹟

を
按
ず
る
に
、
‥
（
中
略
）
‥
至
元
七
年
、
帝
師
大
寶
法
王
帕
克
巴
は
郡
國
の

教
釋
諸
僧
を
集
め
、
壇
に
登
り
て
法
を
演
ぶ
る
に
、
從
容
と
し
て

に
詢
い
て

曰
く
、「
佛
法
の
中
國
に
至
る
は
、
何
れ
の
時
に
始
ま
り
、
首
め
何
れ
の
刹
に

居
る
」
と
。
扶
宗
弘
教
大
師
龍
川
講
主
行
育
、
時
に

中
に
在
り
、
乃
ち
永
平

の
事
を
引
き
て
以
て
對
え
、
且
つ
營
建
を
以
て
請
を
爲
す
。
會
々
白
馬
寺
の
僧



九

行
政
、
言
行
育
と
叶
う
。
帝
師
嘉
納
し
、
世
祖
聖
徳
神
功
文
武
皇
帝
に
聞
す
る

に
、
特
に
行
育
に
敕
し
て
修
寺
の
役
を
總
領
せ
し
む
。
經
度
の
始
め
財
を
取
る

と
こ
ろ
無
く
、
遍
く
檀
施
を
諸
方
に
訪
ぬ
る
も
、
存
り
に
歳
籥
を
更
て
未
だ
成

效
を
覩
ず
。
帝
師
こ
れ
を
聞
き
、
申
ね
て
大
師
丹
巴
（
タ
ム
パ
）
に
命
じ
て
其

の
事
を
董
さ
し
む
。
丹
巴
は
護
國
仁
王
寺
の
田
租
を
假
り
て
、
以
て
土
木
の
費

に
供
せ
ん
こ
と
を
請
う
に
、詔
し
て
其
の
請
を
允
す
。
裕
宗
文
惠
明
孝
皇
帝（
チ

ン
キ
ム
）、
時
に
東
宮
に
在
り
、
亦
た
帛
幣
を
出
し
て
助
と
爲
す
。
是
に
于
い

て
工
役
始
め
て
大
い
に
作
り
殿
九
楹
、
法
堂
五
楹
を
爲
る
。
前
に
そ
の
門
を
三

に
し
、
傍
翼
は
閣
・
雲
房
・
精
舍
・
齋
庖
・
庫
廏
を
以
て
し
、
次
を
以
て
完
具

し
、
位
置
の
尊
嚴
、
繪
塑
の
精
妙
、
蓋
し
都
城
の
萬
安
・
興
教
・
仁
王
の
三
大

刹
と21

比
勣
す
。
始
終
二
紀
の
久
し
き
を
閲
し
、
縁
り
て
甫
じ
め
て
集
る
。
而
し

て
行
育
卒
し
、
詔
し
て
司
空
鴻
臚
卿
を
贈
り
、
護
法
大
師
と
諡
す
。
文
才
は
主

席
を
繼
ぎ
、

務
に
酬
酢
し
、
其
の
屬
の
事
に
敏
き
者
、
淨

と
曰
う
等
を
率

い
て
、
以
て
寺
の
餘
功
を
畢
わ
る
。
落
成
の
際
、
仁
王
寺
は
假
に
す
る
所
の
田

租
を
復
さ
ん
こ
と
を
欲
す
。
文
才
は
即
ち
僧
奭
を
遣
わ
し
丹
巴
に
言
わ
し
め
て

曰
く
、「
轉
經
・
頌
禧
は
寺
の

僧
に
來
す
所
以
な
り
。
寺
有
り
て
田
無
く
ん
ば
、

は
安
く
に
か
仰
ぐ
」
と
。
丹
巴
は
宣
政
院
官
達
什
愛
滿
等22

に
令
し
て
請
を
奉

ぜ
し
め
、
遂
に
賜
田
の
命
有
り
、
且
つ
有
司
に
敕
し
て
世
々
奪
う
勿
か
ら
し
む

と
云
う
。
寺
は
二
、一
は
宜
陽
縣
の
治
の
西
九
十
里
に
在
り
、
又
一
は
永
寧
縣

の
東
南
二
十
五
里
に
在
り
。

　

す
な
わ
ち
一
二
七
〇
年
、
帝
師
就
任
直
後
の
パ
ク
パ
の
請
願
に
よ
り
白
馬
寺

の
大
規
模
な
改
修
工
事
が
行
な
わ
れ
る
。
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
工
事
の
監
督

者
に
帝
師
の
命
に
よ
り
タ
ム
パ
が
任
じ
ら
れ
る
と
、
タ
ム
パ
は
工
費
と
し
て
大

護
国
仁
王
寺
の
田
租
を
充
て
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
一
三
〇
〇

年
に
完
工
す
る
と
大
護
国
仁
王
寺
は
田
租
を
も
と
の
通
り
同
寺
に
入
る
よ
う

に
希
望
す
る
が
、
タ
ム
パ
の
請
願
で
同
寺
所
領
の
懐
孟
等
六
県
の
「
水
陸
田
」

一
六
〇
〇
頃
が
恒
産
と
し
て
充
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
工
費
そ
し
て
恒
産
に
大
護
国
仁
王
寺
の
田
租
・
所
領
地
が
充

て
ら
れ
た
の
は
、
パ
ク
パ
の
請
願
に
よ
り
こ
の
工
事
が
始
ま
り
、
ま
た
大
護
国

仁
王
寺
の
住
持
と
も
な
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
タ
ム
パ
が
関
与
し
た
か
ら
に

他
な
ら
な
い
。
工
事
期
間
中
、
タ
ム
パ
は
パ
ク
パ
西
帰
時
に
「
教
門
の
事
」
を

委
ね
ら
れ
た
存
在
で
あ
り
、
ま
た
竣
工
の
一
三
〇
〇
年
当
時
は
大
護
国
仁
王
寺

の
住
持
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
い
ず
れ
の
処
置
も
最
終
的
に
は
皇
帝
の
命
を
も
っ
て
許
可
さ
れ

て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
が
、
そ
の
間
に
帝
師
パ
ク
パ
の
裁
量
、
タ
ム
パ
の

意
向
が
介
在
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
大
護
国
仁
王
寺
の
返
還
要
求
を
退
け
る
結

果
を
見
せ
る
。
こ
の
ほ
か
白
馬
寺
碑
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
大
護
国
仁
王
寺
は
当

初
、
懐
孟
に
も
寺
産
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
『
元
史
』
太
禧
宗

禋
院
の
条
等
に
ま
っ
た
く
記
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
懐
孟
の
寺
産
は
す
べ
て
寄



一
〇

進
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
判
断
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
二
）大
護
國
仁
王
寺
恆
産
之
碑（『
程
雪
樓
集
』巻
九（
五
葉
表
│
七
葉
裏
）所
収
、

以
下
恒
産
之
碑
）

　

次
に
紹
介
す
る
恒
産
之
碑
は
、
元
代
の
寺
院
経
済
等
を
論
ず
る
際
、
頻
繁
に

引
用
さ
れ
て
き
た
。23

た
と
え
ば
横
山
英
一
九
五
〇
は
、『
元
史
』
太
禧
宗
禋
院

の
条
に
挙
が
る
大
承
天
護
聖
寺
、
大
承
華
普
慶
寺
、
大
護
国
仁
王
寺
、
大
聖
寿

万
安
寺
、
大
崇
恩
福
元
寺
の
五
寺
を
「
王
室
寺
院
」
と
呼
ん
で
、
他
の
寺
院
と

区
別
し
な
が
ら
寺
産
に
関
す
る
分
析
を
試
み
つ
つ
、
し
ば
し
ば
同
碑
を
利
用
し

た
。
し
か
し
な
が
ら
本
碑
は
ま
ず
、
こ
の
う
ち
大
護
国
仁
王
寺
の
寺
産
に
つ
い

て
の
み
記
し
た
碑
文
で
あ
る
こ
と
に
、
注
意
を
喚
起
し
た
い
。

　

恒
産
之
碑
な
ど
に
よ
る
と
、
簿
書
の
期
会
や
銭
穀
の
出
納
な
ど
に
あ
た
っ
た

同
寺
の
担
当
官
署
は
、
神
御
殿
寺
の
総
管
府
が
一
括
し
て
太
禧
宗
禋
院
の
下
に

置
か
れ
た
ト
ク
テ
ム
ル
治
世
前
後
を
除
く
と
、
他
寺
の
総
管
府
と
は
異
な
り
宣

政
院
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
至
元
一
六
年
（
一
二
七
九
）
に
設
置
さ
れ

た
大
護
国
仁
王
寺
総
管
府
の
総
管
に
、
李
光
祖
な
る
人
物
を
抜
擢
し
た
の
が
皇

后
チ
ャ
ブ
イ
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
総
管
府
は
、
至
大
元
年
（
一
三
〇
八
）
に

皇
太
后
ダ
ギ
に
会
福
院
と
改
称
さ
れ
る
な
ど
、
同
寺
が
そ
の
建
立
以
来
、
コ
ン

ギ
ラ
ト
（
ウ
ン
ギ
ラ
ト
）
氏
出
身
の
皇
后
・
皇
太
后
た
ち
の
庇
護
下
に
あ
っ
た

こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。24

　

さ
て
恒
産
之
碑
が
こ
れ
ま
で
注
目
を
集
め
て
き
た
の
は
、
ダ
ギ
の
命
令
に
よ

り
会
福
院
が
行
な
っ
た
調
査
の
結
果
明
ら
か
に
な
っ
た
大
護
国
仁
王
寺
の
資
産

に
関
す
る
リ
ス
ト
を
載
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
碑
は
こ
れ
ま
で
、
元
代
の
仏
教

寺
院
の
寺
領
荘
園
に
つ
い
て
詳
細
に
記
し
た
唯
一
の
史
料
と
し
て
注
目
さ
れ
て

き
た
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
の
恒
産
之
碑
に
よ
れ
ば
、
大
都
地
区
の
寺
産
は
会
福
院
直
属
で
あ
り
、
そ

の
管
轄
下
に
水
地
が
二
八
六
六
三
頃
五
一
畝
余
、
陸
地
が
三
四
四
一
四
頃
二
三

畝
余
、
山
林
・
河
泊
・
湖
渡
・
坡
塘
・
柴
葦
・
魚
・
竹
等
場
が
二
九
ヵ
所
、
玉
・

石
・
銀
・
鉄
・
銅
・
塩
・
硝
・

・
白
土
・
煤
炭
の
地
が
一
五
ヵ
所
、
栗
が

一
九
〇
六
一
株
、25

酒
館
が
一
あ
っ
た
。
河
間
・
襄
陽
・
江
淮
等
処
提
挙
司
提

領
所
の
管
轄
下
に
は
、
水
地
が
一
三
六
五
一
頃
、
陸
地
が
二
九
八
〇
五
頃
六
八

畝
余
、
江
淮
の
酒
館
が
一
四
〇
、
湖
泊
・
津
渡
が
六
一
、
税
務
閘･

が
各
一

あ
っ
た
。
そ
し
て
内
外
人
戸
の
総
数
は
三
七
〇
五
九
戸
、
賦
役
を
実
た
す
者
は

一
七
九
八
八
人
、 

殿
宇
は
一
七
五
間
、
霊
星
門
は
一
〇
、
房
舍
は
二
〇
六
五
間
、

牛
具
は
六
二
八
、
江
淮
の
牛
で
官
に
属
す
る
も
の
一
三
三
を
数
え
た
（【
表
２
】

参
照
）。
調
査
の
末
、
土
地
の
境
界
は
整
い
、
版
図
と
戸
籍
は
一
つ
に
ま
と
め

ら
れ
た
と
い
う
（
經
界
既
正
、
版
籍
既
一
）。

　

こ
う
し
た
有
り
様
を
、
基
本
的
に
ト
ク
テ
ム
ル
時
代
の
状
況
ま
で
を
記
し
た

と
考
え
ら
れ
る
『
元
史
』
太
禧
宗
禋
院
の
条
の
う
ち
、
会
福
総
管
府
の
下
属
官

署
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
襄
陽
の
寺
産
管
理
は
襄
陽
営
田
提
挙
司
が
、



一
一

江
淮
は
江
淮
等
処
営
田
提
挙
司
が
行
な
い
、
武
清
等
や
河
間
に
つ
い
て
は
大
都

等
路
民
佃
提
領
所
が
行
な
っ
て
い
た
と
、
そ
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
は
説
明
が

つ
く
。26

な
お
恒
産
之
碑
に
も
当
然
、
懐
孟
の
地
名
は
挙
が
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
歴
代
帝
師
の
居
所
で
あ
っ
た
大
護
国
仁
王
寺
は
神
御
殿
寺
と
し

て
の
一
面
を
有
す
る
一
方
で
、
そ
の
寺
産
に
つ
い
て
は
田
土
・
建
物
の
み
な
ら

ず
、
山
林
や
漁
場
、
鉱
物
資
源
の
産
地
、
栗
や
酒
館
、
そ
し
て
大
都
地
区
と
そ

れ
以
外
の
地
区
に
お
い
て
同
寺
に
帰
属
す
る
と
さ
れ
る
人
戸
や
家
畜
等
を
中
心

に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
栗
の
株
数
や
牛
具
の
数
ま
で
細
か
く
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
見
て
も
、
徹
底
し
た
調
査
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た

寺
産
は
、
建
立
者
チ
ャ
ブ
イ
、
復
興
者
ダ
ギ
ら
コ
ン
ギ
ラ
ト
出
自
の
女
性
皇
族

た
ち
の
寄
進
に
由
来
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。27

（
三
） 

江
淮
營
田
提
擧
司
錢
糧
碑
（
以
下
、
銭
糧
碑
）

　

大
護
国
仁
王
寺
の
寺
産
に
つ
い
て
伝
え
る
史
料
と
し
て
は
、
別
に
本
碑
が
あ

る
。
同
碑
は
、
王
勤
金
氏
に
よ
っ
て
一
九
八
〇
年
代
後
半
に
初
め
て
紹
介
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
王
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
碑
は
一
九
八
一
年
八
月
に
、
揚
州
の

明
代
旧
城
か
ら
出
土
、
東
壁
の
土
台
と
し
て
順
序
よ
く
並
べ
た
状
態
に
あ
っ
た

と
い
う
。
王
論
文
に
は
碑
の
断
片
の
拓
本
を
使
っ
て
本
来
あ
っ
た
姿
に
復
元

し
よ
う
と
し
た
写
真
が
掲
載
さ
れ
、
碑
身
は
高
さ
三
・
三
メ
ー
ト
ル
、
幅
一
・

二
五
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
と
推
定
す
る
。
た
だ
し
、
出
土
時
に
は
十
数
個
に
割

れ
て
お
り
、
ま
た
残
念
な
が
ら
欠
損
部
分
が
か
な
り
あ
る
。
幸
い
立
石
年
次

を
記
し
た
部
分
は
残
っ
て
お
り
、
す
な
わ
ち
そ
れ
は
皇
慶
癸
丑
（
皇
慶
二
年
、

一
三
一
三
）
三
月
吉
日
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。28

　

と
こ
ろ
で
、
王
氏
の
論
文
に
載
せ
ら
れ
る
録
文
に
つ
い
て
は
、
改
行
、
抬
頭
、

行
数
等
を
ま
っ
た
く
無
視
し
て
い
る
上
、
鮮
明
と
は
言
え
な
い
二
枚
の
拓
本
の

写
真
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
て
も
、
誤
字
・
脱
字
が
多
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。一
方
で
本
碑
の
内
容
が
よ
り
正
確
に
よ
り
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、

【表２：恒産之碑に見える大護国仁王寺の寺産】

大都

水地 28,663 頃 51 畝有奇
陸地 34,414 頃 23 畝有奇

山林等 29
玉石等の産地 15
栗（為株） 19,061

酒館 1

河間・襄陽・江淮

水地 13,651 頃
陸地 29,805 頃 68 畝有奇

江淮酒館 140
湖泊津渡 61

税務閘・ 各１
内外人戸 37,059
実賦役者 17,988

殿宇（為間） 175
霊星門 10

房舎（為間） 2,065
牛具 628

江淮官牛 133



一
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今
後
様
々
な
分
野
に
お
い
て
活
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容
易
に
理
解
さ

れ
る
。
そ
こ
で
、
王
勤
金
一
九
八
七
の
拓
本
に
よ
り
つ
つ
改
め
て
録
文
を
試
み

た
も
の
を
本
稿
巻
末
に
示
し
て
お
く
。
な
お
録
文
に
あ
た
っ
て
は
、
碑
の
陽
・

陰
は
王
論
文
に
な
ら
っ
て
篆
額
部
分
に
「
江
淮
營
田
提
擧
司
錢
糧
碑
」
と
あ
る

面
を
碑
陽
と
し
、「
聖
旨
懿
旨
」
と
あ
る
面
を
碑
陰
と
し
た
。
本
来
は
逆
で
あ
っ

た
可
能
性
も
あ
る
。
録
文
を
見
る
と
一
目
瞭
然
、
欠
損
部
分
が
相
当
多
い
が
、

こ
こ
で
は
ま
ず
文
意
の
通
る
「
碑
陽
」
の
冒
頭
を
検
討
す
る
。
数
字
は
行
数
を

示
す
。

﹇
１
﹈
揚
（
＝
揚
州
路
）
は
淮
左
に
お
い
て
甲
郡
と
爲
り
、次
は
楚
（
＝
淮
安
路
）

と
曰
い
、
承
（
＝
高
郵
路
）
と
曰
う
。
厥
の
壌
は
沃
え
、
厥
の
地
は
曠
く
、
唐

末
に
始
め
て
田
を
三
郡
に
營
み
、
宋
は
専
ら
官
制
の
寝
や
備
わ
る
を
以
て
、
衡

虞
征
榷
の
﹇
２
﹈
利
は
踵
い
で
興
る
。
言
う
者
謂
う
、
以
て
中
宮
に
賦
せ
と
。

昔
、﹇
３
﹈
天
馬
南
牧
す
る
に
、

は
遷
徙
し
て
常
靡
く
、
厥
の
鄙
贅
に
居
る

者
は
繇
り
て
覬
み
て
詭
る
。
矧
ん
や
簿
籍
の

泯
し
、
積
詭
し
て
晦
き
を
や
。

﹇
４
﹈
聖
神
寓
内
を
一
に
し
、郡
民
の
王
士
整
の
輩
、至
元
戊
寅
（
至
元
一
五
年
、

一
二
七
八
）
に
於
い
て
狀
を
以
て
﹇
５
﹈
正
宮
（
＝
チ
ャ
ブ
イ
）
に
聞
す
る
も
、

聞
し
て
も
之
れ
究
め
ざ
る
は
聞
す
る
こ
と
無
き
に
同
じ
く
、
究
め
て
之
れ
實
た

さ
ざ
る
は
田
の
無
き
に
同
じ
。﹇
６
﹈
太
后
（
＝
ダ
ギ
）
尋
い
で
使
を
遣
わ
し

て
實
を
閲
す
る
も
、
僅
か
に
其
の
槪
の
み
。
爰
に
﹇
７
﹈
大
護
國
仁
王
寺
に
隷

し
、
其
の
業
を
世
に
し
、
其
の
入
を
歳
ご
と
に
し
、
肇
め
て
惟
れ
元
祀
を
秩
り
、

福
を
詒
す
こ
と
、
國
に
于
い
て
し
民
に
于
い
て
す
。
司
は
提
舉
府
と
曰
い
、
府

は
規
運
と
曰
い
、
歳
戊
申
（
＝
至
大
元
年
、
一
三
〇
八
年
）
復
た
院
に
陞
し
て

會
福
と
曰
う
。（
下
略
）

　

一
見
し
て
、
今
の
と
こ
ろ
『
程
雪
樓
集
』
と
い
う
文
集
に
お
い
て
の
み
、
そ

の
存
在
と
内
容
（
の
お
そ
ら
く
部
分
）
が
確
認
さ
れ
る
恒
産
之
碑
と
、
大
い
に

関
連
す
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

一
方
、
聖
旨
・
懿
旨
を
記
し
た
「
碑
陰
」
は
、
一
転
し
て
い
わ
ゆ
る
モ
ン
ゴ

ル
文
直
訳
体
の
漢
文
で
記
さ
れ
、
大
護
国
仁
王
寺
は
一
貫
し
て
高
良
河
寺
と
記

さ
れ
る
。
そ
の
碑
陰
か
ら
は
、
以
下
の
よ
う
な
情
報
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
ず
篆
額
お
よ
び
一
〜
二
行
か
ら
、
そ
こ
に
刻
ま
れ
た
の
が
聖
旨
・
懿
旨

で
あ
り
、
至
大
四
年
（
一
三
一
一
）
九
月
二
〇
日
と
あ
る
こ
と
よ
り
、
皇
帝
は

同
年
三
月
に
即
位
し
て
ま
も
な
い
仁
宗
ア
ユ
ル
バ
ル
ワ
ダ
、
皇
太
后
は
ダ
ギ
を

指
す
。
四
行
〜
七
行
に
は
、
設
立
四
年
目
の
会
福
院
の
申
し
立
て
が
ま
ず
記
さ

れ
る
。
高
良
河
寺
に
属
す
る
常
住
す
な
わ
ち
田
産
（
地
土
と
も
記
さ
れ
る
）･

人
戸
・
山
場
・
河
泊
・
酒
店
な
ど
は
、
ク
ビ
ラ
イ
時
代
の
皇
后
チ
ャ
ブ
イ
ゆ
か

り
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
、「
青
冊
」（
後
述
）
に
入
れ
て
決
ま
り
を
定

め
た
常
住
か
ら
生
じ
る
物
貨
に
つ
い
て
は
、
以
前
の
決
ま
り
通
り
す
べ
て
同
寺

に
納
め
さ
せ
、
ま
た
境
界
を
し
め
す
峰墀
堠
（
物
見
台
の
よ
う
な
も
の
か
）
や
碑
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を
立
て
、
行
省
の
官
人

ら
に
も
協
力
さ
せ
る
こ

と
な
ど
を
上
奏
し
て
い

る
。
結
果
、
そ
の
通
り

に
す
る
よ
う
聖
旨
と
懿

旨
が
出
て
、
寺
家
の
田

産
に
つ
い
て
は
各
処
の

廉
訪
司
等
有
司
の
干
渉

を
排
し
て
、
江
淮
営
田

提
挙
司
ダ
ル
ガ
チ
に
委

ね
ら
れ
た
と
い
う
。
九

行
と
二
六
行
に
は
常
住

の
所
在
地
が
記
さ
れ
、

す
な
わ
ち
大
都
路
固
安

州
等
処
・
河
間
路
興
済

県
・
江
淮
地
区
の
ほ

か
、
済
南
路
に
も
寺
産

が
存
在
し
た
こ
と
が
分

か
る
。

　

そ
し
て
碑
陽
下
截
に

は
、
江
淮
等
処
営
田
提
挙
司
の
管
轄
下
に
置
か
れ
た
江
淮
地
区
の
大
護
国
仁
王

寺
の
寺
産
に
関
す
る
詳
細
な
リ
ス
ト
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
一
段

一
行
〜
二
三
行
を
整
理
し
た
の
が
【
表
３
】
で
あ
り
、
ダ
ギ
に
よ
る
再
調
査
が

い
か
に
緻
密
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
が
分
か
る
。
ま
た
二
四
行
以
下
よ
り
試
み

に
地
名
だ
け
を
拾
っ
て
み
る
と
、
揚
州
路
管
下
の
江
都
・
泰
興
・
海
陵
・
如
皐
・

静
海
・
海
門
の
六
県
、
淮
安
路
管
下
の
山
陽
・
塩
城
・
天
長
・

の
四
県
、

高
郵
府
管
下
の
高
郵
・
宝
応
・
興
化
の
三
県
が
挙
が
る
。
い
ず
れ
も
淮
水
と
長

江
の
間
に
位
置
し
、29

ま
た
杭
州
と
通
州
を
結
ぶ
大
運
河
に
近
接
す
る
場
所
に
位

置
し
て
い
る
点
は
先
に
挙
げ
た
大
都
路
固
安
州
・
河
間
路
興
済
県
・
済
南
路
と

同
じ
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。30

こ
う
し
た
同
寺
の
寺
産
の
特
徴
と
し
て

は
、
ま
ず
大
都
地
区
に
確
認
さ
れ
る
点
と
、「
江
淮
」
地
区
そ
れ
も
大
運
河
の

東
側
に
集
中
し
て
い
る
点
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
な
お
本
碑
に
よ
れ
ば
、
江
淮
等

処
営
田
提
挙
司
管
下
の
田
地
は
三
九
二
二
頃
八
八
畝
五
分
六
厘
三
毫
五
絲
、
官

牛
一
五
七
、
戸
五
二
〇
三
、
酒
館
一
三
九
、
湖
泊
・
津
渡
六
三
と
あ
っ
て
、
す

で
に
王
勤
金
氏
が
指
摘
す
る
通
り
、
恒
産
之
碑
に
記
さ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
数
字

と
は
若
干
の
出
入
り
が
認
め
ら
れ
る
。31

　

と
こ
ろ
で
本
碑
に
は
、
い
ま
だ
十
分
に
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
モ
ン
ゴ
ル
時

代
の
仏
教
界
に
関
わ
る
重
要
人
物
の
名
が
現
れ
る
。
後
考
に
備
え
る
意
味
を
込

め
、
若
干
で
は
あ
る
が
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。

【表３：銭糧碑に見える江淮の大護国仁王寺寺産】

頃 畝 分 厘 毫 絲
田地 3922 88 5 6 3 5

田 3451 62 2 1 3 5
事故田 157 31 1 8 0 0
蘆熟田 3294 31 0 3 3 5

有佃田（官牛 157 隻，5203 戸） 2523 32 1 2 8 5
熟田（小麦・ 糯米） 2240 40 3 1 5 5
荒田 282 91 8 1 3 0

佃逃積荒田 770 98 9 5 0 0
地 471 26 3 5 0 0

辧課草壩住基等 340 38 8 0 0 0
不辧課塩減牧牛菜地 230 87 5 5 0 0
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（
ａ
）
碑
に
見
え
る
人
物
に
つ
い
て

　

碑
陽
上
截
八
行
、
三
二
行
、
碑
陰
二
行
〜
三
行
、
二
二
行
に
、
秦
国
公
あ
る

い
は
会
福
院
の
官
と
し
て
見
え
る
安
普
は
、
す
で
に
陳
高
華
一
九
八
六
が
詳
細

な
検
討
を
加
え
た
こ
と
の
あ
る
暗
普
（
俺
普
と
も
）
に
同
じ
。
す
な
わ
ち
安
普

の
父
楊
璉
真
迦
は
、
南
宋
の
首
都
杭
州
が
無
血
開
城
し
た
翌
一
二
七
七
年
に
ク

ビ
ラ
イ
の
命
に
よ
り
女
真
系
僧
侶
等
と
と
も
に
江
南
に
赴
き
、
江
淮
釈
教
都
総

統
と
し
て
江
南
仏
教
界
に
君
臨
し
た
。
そ
の
名「
璉
真
迦
」は
お
そ
ら
く
チ
ベ
ッ

ト
語rin chen dga’

（
宝
喜
の
意
）
の
音
写
で
、
タ
ン
グ
ト
出
身
の
チ
ベ
ッ

ト
仏
僧
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
権
臣
サ
ム
ガ
（
桑
哥
）
と
結
び
、
南

宋
の
歴
代
皇
帝
の
陵
墓
等
を
あ
ば
い
て
埋
葬
品
を
資
金
と
し
て
仏
寺
を
建
立
、

ま
た
そ
の
一
部
を
着
服
す
る
な
ど
し
た
と
し
て
、サ
ム
ガ
失
脚
（
一
二
九
一
年
）

に
前
後
し
て
摘
発
さ
れ
た
。彼
の
活
動
の
背
景
に
は
、パ
ク
パ
や
タ
ム
パ
と
い
っ

た
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
高
僧
と
の
密
接
な
関
係
を
土
台
に
立
身
出
世
を
遂
げ
た
サ
ム

ガ
の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
子
の
安
普
が
い
つ
宣
政
院
の
院
使

に
な
っ
た
の
か
は
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
が
、
大
護
国
仁
王
寺
の
財
賦
等
を
管

轄
す
る
会
福
院
の
長
官
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
で
は
あ
る
。

　

碑
陰
二
行
に
見
え
る
天
蔵
沙
津
愛
護
持
の
「
沙
津
愛
護
持
」
は
、
ウ
イ
グ

ル
語
の
シ
ャ
ジ
ン=

ア
イ
グ
チšazïn ayγ

u
ï

を
音
写
し
た
も
の
。
す
で

に
森
安
孝
夫
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
語
義
的
に
は
“com

m
ander or 

m
inister of the (Buddhistic) doctrine

”と
な
る
が
、
実
際
に
は
西
ウ
イ
グ

ル
王
国
時
代
の
十
一
世
紀
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
、
ウ
イ
グ
ル
仏
教
界
に
お
け
る

最
高
指
導
者
を
示
す
称
号
で
あ
る
。32

　

十
三
〜
十
四
世
紀
の
モ
ン
ゴ
ル
時
代
に
お
い
て
シ
ャ
ジ
ン=

ア
イ
グ
チ
は
、

プ
ラ
ジ
ュ
ニ
ャ
シ
ュ
リPrajñā

rī

、
南
的
沙
、
そ
し
て
こ
の
天
蔵
の
都
合
三

名
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
順
に
ま
ず
プ
ラ
ジ
ュ
ニ
ャ
シ
ュ
リ
は
、
十
四

世
紀
前
半
に
政
界
・
宗
教
界
で
隠
然
た
る
勢
力
を
ふ
る
っ
た
人
物
で
あ
り
、
ま

た
例
え
ば
臨
済
宗
楊
岐
派
の
高
僧
中
峯
明
本
と
も
親
交
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る
。33

次
に
南
的
沙
に
つ
い
て
は
、『
山
居
新
語
』（
元
明
史
料
筆
記
、
中

華
書
局
、
二
二
一
頁
）
に
「
國
朝
沙
津
愛
護
持
（
漢
名
總
統
）」
と
記
さ
れ
る
。

加
え
て
そ
こ
に
は
南
的
沙
の
子
と
し
て
、
ま
た
ウ
イ
グ
ル
仏
僧
と
し
て
閭
閭
な

る
人
物
が
、「
嘗
て
會
福
院
提
擧
爲
り
」
と
明
記
さ
れ
、
会
福
院
と
の
関
係
が

特
筆
さ
れ
て
い
る
。34

そ
し
て
本
碑
に
見
え
る
天
蔵
が
、
特
に
仏
典
翻
訳
に
お
い

て
傑
出
し
た
業
績
を
残
す
ウ
イ
グ
ル
人
安
蔵
の
高
弟
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に

周
知
の
事
実
で
あ
る
。35

　

最
後
に
、
碑
陰
二
二
行
に
見
え
る
瀋
陽
王
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
こ
の

時
期
に
そ
の
王
号
を
帯
び
て
い
る
人
物
は
、
第
二
六
代
高
麗
王
の
忠
宣
王

王
璋
を
お
い
て
他
に
は
い
な
い
。36

ク
ビ
ラ
イ
の
娘
を
母
に
持
ち
、
益
知
礼
普

花
（I

il buqa ~ E
il buqa

）
と
い
う
モ
ン
ゴ
ル
名
を37

持
っ
た
王
璋
は
例

え
ば
一
三
一
二
年
に
、
高
麗
王
子
で
あ
っ
た
大
覚
国
師
義
天
（
一
〇
五
五
│

一
一
〇
一
）ゆ
か
り
の
寺
院
で
あ
る
杭
州
の
慧
因
寺
の
再
建
に
尽
力
す
る
な
ど
、



一
五

仏
教
に
傾
倒
し
て
い
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
ま
た
『
益
斎
亂
藁
』
巻
九
上
、

忠
憲
王
世
家
に
は
、
王
璋
が
「
蕃
僧
」
を
招
い
て
経
典
を
翻
訳
さ
せ
た
り
受
戒

し
た
り
し
た
様
子
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
蕃
僧
が
チ
ベ
ッ
ト
仏
僧
で
あ
っ

た
な
ら
、
こ
と
に
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

一
三
二
〇
年
に
即
位
し
た
シ
デ
ィ
バ
ラ
の
命
に
よ
り
、
滞
在
中
の
江
南
で
身
柄

を
拘
束
さ
れ
、
そ
の
後
チ
ベ
ッ
ト
の
サ
キ
ャ
に
流
配
さ
れ
た
人
物
で
も
あ
り
、

チ
ベ
ッ
ト
と
も
少
な
か
ら
ぬ
縁
が
あ
っ
た
。
な
お
拘
束
時
、
王
璋
が
江
南
に
い

た
の
は
、
親
交
の
あ
っ
た
中
峯
明
本
の
も
と
を
訪
れ
る
た
め
で
あ
っ
た
。38

　

以
上
、
シ
ャ
ジ
ン=

ア
イ
グ
チ
の
天
蔵
に
つ
い
て
は
関
連
史
料
に
乏
し
い

た
め
そ
も
そ
も
不
明
な
部
分
が
多
く
、
欠
損
部
分
の
多
い
本
碑
に
お
い
て
も
瀋

陽
王
王
璋
同
様
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
出
現
し
て
い
る
の
か
は
、
判
然

と
し
な
い
。
た
だ
宣
政
院
使
・
会
福
院
使
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
安
普

を
含
め
、
い
ず
れ
の
人
物
も
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
、
タ
ン
グ
ト
仏
教
、
ウ
イ
グ
ル

仏
教
、
中
国
仏
教
、
高
麗
仏
教
な
ど
当
時
の
仏
教
界
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
大
き

な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、こ
う
し
た
人
々
が
、と
り
わ
け
チ
ベ
ッ

ト
仏
教
と
の
密
接
な
関
わ
り
が
確
認
で
き
る
大
護
国
仁
王
寺
の
中
興
を
記
す
碑

に
名
を
連
ね
て
い
る
こ
と
自
体
、
非
常
に
興
味
深
い
。

　
　
（
ｂ
）
青
冊
に
つ
い
て

　

や
や
本
題
か
ら
そ
れ
る
感
も
あ
る
が
、
本
碑
に
お
い
て
看
過
で
き
な
い
術
語

が
、
こ
の
「
青
冊
」
と
い
う
文
言
で
あ
る
。
青
冊
と
い
う
字
句
は
、
正
統
漢
文

で
記
さ
れ
た
「
碑
陽
」
に
は
見
え
ず
、
い
わ
ゆ
る
モ
ン
ゴ
ル
文
直
訳
体
漢
文
で

記
さ
れ
た
「
碑
陰
」
の
六
行
と
二
三
行
の
二
箇
所
に
残
る
。

　
「
青
冊
」
と
い
え
ば
我
々
は
す
ぐ
さ
ま
、Pelliot 1930

以
来
、
数
多
く
の

研
究
者
が
言
及
し
て
き
た
『
元
朝
秘
史
』
に
現
れ
る
コ
コ=

テ
プ
テ
ルkökö 

debter

や
、
漢
籍
に
見
え
る
「（
戸
口
）
青
冊
」
を
思
い
出
そ
う
。39

　

例
え
ば
『
元
朝
秘
史
』
巻
八
、
第
二
〇
三
節
に
、
チ
ン
ギ
ス=

カ
ン
が
シ

ギ=

ク
ト
ゥ
ク
に
対
し
て
、あ
ま
ね
き
民 irgen

を
母
に
弟
ら
に
我
が
子
ら
に
、

分
け
前
の
民 qubi irgen 

と
し
て
分
か
ち
与
え
、
何
人
も
シ
ギ=

ク
ト
ゥ
ク

の
命
令
に
背
く
こ
と
の
な
い
よ
う
に
命
じ
た
上
で
、
彼
を
最
高
の
断
事 

arγ
u

に
命
じ
た
後
に
続
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

gür irgen-ü qubi qubilaqsan-i arqu arqulaqsan-i kökö debter 

bi
ig bi

iü debterle
ü

あ
ま
ね
き
民
の
分
け
前
を
分
け
た
も
の
を
、
裁
き
を
裁
い
た
も
の
を
、
青

い
冊
子
と
し
て
文
字
（
文
書
）
を
書
き
編
纂
し
、（
後
略
）

と
。
続
い
て
、
子
々
孫
々
に
至
る
ま
で
シ
ギ=

ク
ト
ゥ
ク
が
チ
ン
ギ
ス=

カ

ン
に
相
談
し
て
決
ま
り
を
立
て
、
青
い
文
字
（
文
書
）
を
白
い
紙
に
編
纂
し
た

も
の
を
改
め
る
こ
と
な
か
ら
し
め
よ
、
と
命
じ
る
の
で
あ
る
。40

　

と
こ
ろ
で
ラ
ケ
ヴ
ィ
ル
ツ
は
頭
韻
を
意
識
し
つ
つ
、
こ
の
部
分
の
モ
ン
ゴ
ル

語
の
テ
キ
ス
トkökö debter bi

ig bi
iü debterle

ü

の
う
ちdebter

の



一
六

占
め
る
位
置
を
問
題
に
し
た
。
す
な
わ
ち
本
来
はkökö bi

ig bi
iü debter 

debterle
ü

（
青
い
文
書
（
文
字
）
を
書
き
、
冊
子
と
し
て
編
纂
し
）
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
で
あ
る
。蓋
然
性
の
乏
し
く
な
い
指
摘
で
あ
る
。

　

た
だ
氏
の
提
案
を
認
め
る
と
な
る
と
、
モ
ン
ゴ
ル
語
と
し
てkökö debter 

と
い
う
表
記
が
一
例
も
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。た
と
え
そ
う
だ
と
し
て
も
、

漢
文
文
献
に
現
れ
る
「（
戸
口
）
青
冊
」
が
、『
元
朝
秘
史
』
の
当
該
箇
所
に
現

れ
る
、
修
正
さ
れ
た
「
青
い
文
書
と
し
て
書
き
帳
簿
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
」
戸

籍
簿
な
り
裁
判
記
録
と
は
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
と
、
即
座
に
断
ず
る
必
要
は

な
い
。
明
初
に
付
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
傍
訳
「
青
冊
」
を
め
ぐ
る
解
釈
に
つ

い
て
は
、
さ
て
措
く
と
し
て
。

　
「（
戸
口
）
青
冊
」
に
つ
い
て
は
、『
元
朝
秘
史
』
第
二
〇
三
節
と
と
も
に
、

こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
検
討
さ
れ
て
き
た
漢
文
史
料
が
あ
る
。『
通
制
条
格
』（
巻

二
、
戸
令
、
戸
例
／
巻
三
、
戸
令
、
蒙
古
人
差
發
／
巻
六
、
選
舉
、
蔭
例
）
や

『
元
典
章
』（
巻
八
、
吏
部
二
、
官
制
、
承
蔭
）、『
元
史
』（
巻
二
二
、
武
宗
本

紀
、
至
大
元
年
（
一
三
〇
八
）
九
月
癸
亥
の
条
、
五
〇
二
│
五
〇
三
頁
）
で
あ

る
。
い
ず
れ
も
、
ク
ビ
ラ
イ
期
以
降
に
関
わ
る
事
例
で
あ
る
。

　

本
稿
で
改
め
て
検
討
の
対
象
と
な
っ
た
銭
糧
碑
で
の
用
例
を
加
え
総
合
的
に

考
え
る
と
、
ひ
と
ま
ず
次
の
様
な
解
釈
を
提
示
で
き
る
。
す
な
わ
ち
「
青
冊
」

と
は
、
皇
族
・
姻
族
・
功
臣
ら
に
分
配
さ
れ
た
人
々
の
所
属
先
・
分
属
先
を
そ

の
由
来
と
と
も
に
記
し
た
原
籍
簿
を
指
し
、
何
ら
か
の
問
題
が
起
こ
っ
た
時
に

は
ま
ず
優
先
的
に
効
力
を
発
揮
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。加
え
て
遊
牧
民
の
分
属
、

定
住
民
に
関
す
る
「
分
撥
」
が
、
チ
ン
ギ
ス=

カ
ン
、
オ
ゴ
デ
イ
、
モ
ン
ケ
、

ク
ビ
ラ
イ
時
代
な
ど
、
複
数
回
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
れ
、
そ
の
都

度
、
作
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

　

本
碑
碑
陰
に
見
え
る
青
冊
は
、
人
戸
の
み
な
ら
ず
不
動
産
を
も
登
録
し
た
と

解
釈
さ
れ
、
い
さ
さ
か
の
違
和
感
を
覚
え
る
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
史
料
上
に
認

め
ら
れ
て
き
た
青
冊
と
異
な
る
も
の
だ
と
す
る
積
極
的
な
材
料
は
な
い
。
や
は

り
本
碑
の
文
面
に
お
い
て
も
、
大
護
国
仁
王
寺
の
寺
産
を
再
調
査
す
る
に
あ

た
っ
て
、
揺
る
ぎ
な
い
根
拠
と
さ
れ
た
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
く
、
本
稿
で
は
、

皇
后
チ
ャ
ブ
イ
の
寄
進
に
由
来
す
る
同
寺
の
寺
産
が
、
青
冊
に
記
入
さ
れ
て
い

た
と
い
う
記
述
に
こ
そ
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　

こ
の
ほ
か
大
護
国
仁
王
寺
の
寺
産
に
か
か
わ
る
史
料
と
し
て
は
、『
元
典

章
』
巻
二
四
、
戸
部
一
〇
、
租
税
、
僧
道
税
、
僧
道
租
税
體
例
（
一
一
五
八
│

一
一
五
九
頁
）
が
あ
る
。
本
条
に
は
、
元
貞
元
年
（
一
二
九
五
）
閏
四
月
に
テ

ム
ル
が
発
令
し
た
聖
旨
が
収
め
ら
れ
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
条
格
が
添
え
ら

れ
て
い
る
。

一
、
上
都
・
大
都
・
揚
州
。
在
先
に
欽
奉
せ
る
聖
旨
も
て
撥
し
て
賜
與
し

た
る
大
乾
元
寺
・
大
興
教
寺
・
大
護
國
仁
王
寺
の
酒
店
・
湖
泊
よ
り
出
辦

せ
る
錢
物
は
、
有
司
に
令
し
て
通
じ
て
管
辦
を
行
な
い
て
官
に
赴
き
、
寺

家
に
送
納
せ
よ
。
合
に
得
べ
き
錢
物
は
官
が
爲
に
支
付
せ
よ
。
前
の
似
く



一
七

別
に
人
員
を
設
け
て
官
課
を
侵
損
す
る
を
得
る
こ
と
無
か
ら
し
め
よ
。41

こ
の
聖
旨
は
テ
ム
ル
が
即
位
し
た
同
年
四
月
の
直
後
に
発
令
し
た
も
の
で
あ

り
、
裏
を
返
せ
ば
、
大
護
国
仁
王
寺
が
ク
ビ
ラ
イ
時
代
に
お
い
て
は
自
ら
人
員

を
設
け
て
、
酒
店
・
湖
泊
に
限
定
さ
れ
る
も
の
の
、
銭
物
の
徴
収
を
直
接
行
な

う
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。42

こ
こ
に
挙
が
る
三
寺
の
う

ち
大
乾
元
寺
は
上
都
、
大
興
教
寺
は
大
都
の
寺
院
で
あ
り
、
三
つ
の
地
名
の
う

ち
大
都
と
揚
州
と
は
、
大
護
国
仁
王
寺
の
寺
産
が
所
在
す
る
地
で
あ
り
、
特
に

後
者
は
江
淮
地
区
の
同
寺
の
寺
産
を
管
轄
す
る
江
淮
営
田
提
挙
司
の
治
所
で
も

あ
っ
た
（
銭
糧
碑
碑
陽
下
截
第
二
段
二
五
行
目
）。

　

前
稿
で
、
恒
産
之
碑
に
記
さ
れ
た
同
寺
の
財
政
的
危
機
の
背
景
に
、
テ
ム
ル

の
后
シ
リ
ダ
ラ
、
チ
ン
キ
ム
の
后
で
ダ
ル
マ
バ
ラ
と
テ
ム
ル
の
母
で
あ
っ
た
コ

コ
ジ
ン
と
い
っ
た
コ
ン
ギ
ラ
ト
氏
出
身
の
皇
后
等
の
相
次
ぐ
死
と
、
テ
ム
ル
の

も
う
一
人
の
后
バ
ヤ
ウ
ト
氏
の
ブ
ル
カ
ン
の
台
頭
を
そ
の
一
因
と
し
て
指
摘

し
、
加
え
て
カ
イ
シ
ャ
ン
即
位
の
一
三
〇
八
年
の
ダ
ギ
の
改
革
は
コ
ン
ギ
ラ
ト

氏
復
権
を
意
味
す
る
も
の
と
理
解
し
た
。『
元
典
章
』の
本
条
項
を
踏
ま
え
れ
ば
、

テ
ム
ル
即
位
当
初
か
ら
、
あ
る
い
は
コ
ン
ギ
ラ
ト
氏
の
ダ
ギ
と
バ
ヤ
ウ
ト
氏
の

ブ
ル
カ
ン
と
の
対
立
が
あ
っ
た
と
考
え
て
も
良
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
こ
に

挙
が
る
三
つ
の
寺
院
が
い
ず
れ
も
パ
ク
パ
の
弟
子
阿
尼
哥
の
手
に
な
る
、
お
そ

ら
く
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
色
の
濃
い
寺
院
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
二

人
の
皇
后
と
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
関
係
、
そ
し
て
い
ま
だ
関
連
史
料
が
総
合
的
に

検
討
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
傑
僧
タ
ム
パ
の
存
在
を
絡
め
つ
つ
、
テ
ム
ル
時
代
の

大
護
国
仁
王
寺
に
つ
い
て
一
考
の
余
地
は
あ
る
。

　

い
ま
の
と
こ
ろ
少
な
く
と
も
チ
ャ
ブ
イ
と
ダ
ギ
と
い
う
コ
ン
ギ
ラ
ト
出
身
の

皇
后
の
保
護
の
も
と
、
帝
師
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
宣
政
院
の
下
に
基

本
的
に
置
か
れ
て
銭
物
の
直
接
徴
収
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
、
そ
の
運
用
に
関
し

て
は
時
に
帝
師
や
同
寺
の
住
持
た
る
チ
ベ
ッ
ト
仏
僧
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
こ

と
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
に
留
め
て
お
き
た
い
。

　
　

む
す
び
に
か
え
て

　

と
こ
ろ
で
、
ウ
イ
グ
ル
文
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
文
書
にM

añju
rīnām

asam
gīti

の
版
本
の
断
簡
が
い
く
つ
も
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
の
一
つ
（T

M
 

14

（U
 4759

））
は
、
奥
書
か
ら
壬
寅
年
す
な
わ
ち
一
三
〇
二
年
に
カ
ル
ナ
ダ

ス
に
よ
っ
て
、taydu-taqï aq stup-luγ

uluγ
vxar-ta

（
大
都
に
あ
る
白

塔
を
も
つ
大
寺
に
お
い
て
）、
翻
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る
。
こ
こ
に
見
え
る
カ
ル
ナ
ダ
ス
（
迦
魯
納
答
思
）
は
『
元
史
』
巻
一
三
四
に

立
伝
さ
れ
る
ウ
イ
グ
ル
人
で
あ
り
、
同
伝
に
よ
れ
ば
国
師
パ
ク
パ
に
つ
い
て
チ

ベ
ッ
ト
語
を
習
い
、
チ
ベ
ッ
ト
語
や
イ
ン
ド
語
の
経
論
を
ウ
イ
グ
ル
語
訳
し
、

そ
れ
ら
は
ク
ビ
ラ
イ
の
命
に
よ
り
木
版
印
刷
に
付
さ
れ
、
頒
布
さ
れ
た
と
い

う
。43

そ
し
て
「
大
都
に
あ
る
白
塔
を
も
つ
大
寺
」
と
は
、
白
塔
寺
の
異
称
を
も



一
八

つ
大
聖
寿
万
安
寺
を
指
す
と
考
え
て
、
間
違
い
は
な
い
。

　

ま
た
近
年
、
チ
ベ
ッ
ト
自
治
区
の
諸
寺
か
ら
元
版
の
チ
ベ
ッ
ト
仏
典
が
八

件
、
発
見
さ
れ
た
と
い
う
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。44

そ
れ
ら
の
奥
書
に
は
、
例

え
ば
「
大
宮
城
大
都
の
青
い
仏
塔
で
書
き
、
白
い
仏
塔
で
成
就
し
た
好
事 pho 

brang chen po ta’i tu’i m
chod rten sngon por bris/ m

chod rten 

dkar pos grub pa dge’o//
」（
二
件
）
で
あ
る
と
か
、印
刷
し
た
場
所
を
「
鎮

国
寺
の
大
寺 tshen hō gsi’i sde chen po

」（
一
件
）
と
明
記
す
る
も
の
が

あ
る
と
い
う
。
鮮
明
と
は
言
い
難
い
図
版
（
そ
れ
も
一
部
分
の
図
版
）
か
ら
そ

の
転
写
の
是
非
を
細
か
く
検
証
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
だ
が
、「
青
い
仏
塔
」

は
青
塔
寺
の
異
名
を
も
つ
大
永
福
寺
、「
白
い
仏
塔
」
は
大
聖
寿
万
安
寺
、
そ

し
て
「
鎮
国
寺
」
と
い
う
漢
字
を
音
写
し
た
上
で
改
め
て
チ
ベ
ッ
ト
語
で
「
大

寺
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
大
護
国
仁
王
寺
に
他
な
る
ま
い
。
い
ま
の
と
こ

ろ
四
つ
の
事
例
し
か
な
い
が
、
神
御
殿
寺
は
、
仏
典
印
刷
セ
ン
タ
ー
の
役
目
を

持
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。45

　

こ
れ
ら
の
元
版
チ
ベ
ッ
ト
語
仏
典
の
内
容
は
い
ず
れ
も
、
仏
教
が
豊
饒
で
あ

る
よ
う
に
と
祈
る
と
と
も
に
、
皇
帝
・
皇
太
子
を
始
め
と
す
る
モ
ン
ゴ
ル
皇
族

の
安
寧
・
長
寿
を
祈
願
す
る
。
神
御
殿
寺
の
寺
名
に
用
い
ら
れ
た
漢
字
に
込
め

ら
れ
た
で
あ
ろ
う
意
図
と
も
呼
応
し
よ
う
。
そ
し
て
、
仏
典
の
発
願
者
・
施
主

と
し
て
そ
の
名
が
記
さ
れ
る
の
は
、
チ
ャ
ブ
イcha bu

、
コ
コ
ジ
ン go go 

cin

、
ブ
ル
カ
ン ’bol gan

、
太
后 tha’i hu 

等
、
女
性
皇
族
ば
か
り
な
の
で

あ
る
。46

　

今
後
は
大
護
国
仁
王
寺
と
皇
后
ら
と
の
間
に
認
め
ら
れ
た
特
に
深
い
関
わ
り

を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
こ
う
し
た
事
例
を
、
例
え
ば
ラ
シ
ー
ド
『
集
史
』
フ

レ
グ
紀
に
記
さ
れ
る
オ
ル
ド
の
継
承
の
ほ
か
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
宗
教
施

設
へ
の
財
産
寄
進
で
あ
る
ワ
ク
フ
と
の
比
較
検
討
な
ど
の
作
業
が
、
あ
る
い
は

有
効
と
な
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。47

毎
年
、
神
御
殿
寺
に
上
る
莫
大
な
収
益

の
出
口
、
つ
ま
り
一
体
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
て
い
た
の
か
に
も
関
わ
る
問
題

で
も
あ
る
。

　

歴
代
モ
ン
ゴ
ル
皇
帝
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
、
キ
リ
ス
ト
教
、
道
教
に
も
一
定
の

理
解
を
示
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
今
の
と
こ
ろ
特
に
モ
ン
ケ
時
代
以
降
に
つ

い
て
は
、と
り
わ
け
密
接
な
関
係
が
認
め
ら
れ
る
の
が
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
で
あ
る
。

銭
糧
碑
に
現
れ
る
仏
教
関
係
者
や
大
護
国
仁
王
寺
を
始
め
と
す
る
神
御
殿
寺
の

住
持
の
宗
派
の
多
様
性
は
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
、
中
国
の
北
の
仏
教
、
南
の
仏
教
、

高
麗
仏
教
、
そ
し
て
ウ
イ
グ
ル
仏
教
や
タ
ン
グ
ト
仏
教
が
、
モ
ン
ゴ
ル
の
も
と

で
ど
の
よ
う
に
「
共
存
」
し
て
い
た
の
か
を
知
る
大
き
な
手
が
か
り
に
な
る
か

も
知
れ
な
い
。

【
文
献
目
録
】（
Ａ
Ｂ
Ｃ
順
）
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Institute of Pahlavi U
niversity 4, 1976, pp.103-163.



一
九

陳　

得
芝
「
元
代
内
地
蔵
僧
事
輯
」『
中
華
国
学
』
一
、
一
九
八
九
年
（
再
録

‥

同

著
『
蒙
元
史
研
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叢
稿
』
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
二
三
三
│
二
五
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頁
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陳　

高
華
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略
論
楊
璉
真
加
和
楊
暗
普
」『
西
北
民
族
研
究
』
一
九
八
六
年
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再
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華
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五
年
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│
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仏
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年
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史
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学
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一
〇
年
、
一
│
三
五
頁
）。

竺
沙
雅
章
「
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九
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再
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著
『
宋
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仏
教
文
化
史
研
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汲
古
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年
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一
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│
二
一
四
頁
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チ
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、
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版
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│
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., 
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O
rientalia V
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olum
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lschki Editore, pp.158-180.
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再
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藤
島
建
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「
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朝
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の
一
面
」『
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度
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仏
教
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研
究
』
一
一
│
一
、一
九
六
三
年
、

二
四
七
│
二
五
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頁
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│
│
│
│
「
元
朝
仏
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の
一
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│
│
中
峯
明
本
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ぐ
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士
た
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」『
大
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学
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│
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九
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頁
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│
│
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国
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融
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種
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学
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│
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仁
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史
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史
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ラ
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仏
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│
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頁
。

川
本
正
知
「
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
に
お
け
る
戦
争 

│
│
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│
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史
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叢
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│
│
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史
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版
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年
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│
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四
頁
。
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濟
康
義
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〇
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仏
教
学

研
究
』
六
二･

六
三
、二
〇
〇
七
年
、
一
│
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チ
ベ
ッ
ト
命
令
文
の
総
合
的
研
究
に
む
け
て
」『
駒
澤
大
學
文
學

部
研
究
紀
要
』
六
三
、二
〇
〇
五
年
ｂ
、
三
五
│
五
六
頁

│
│
│
│
「
モ
ン
ゴ
ル
時
代
に
お
け
る
パ
ク
パ
の
諸
相 

│
│
大
朝
国
師
か
ら
大
元
帝

師
へ
」『
駒
澤
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
六
八
、二
〇
一
〇
年
、
三
五
│
六
九
頁
。

大
藪
正
哉
「
元
の
太
禧
宗
禋
院
に
つ
い
て
」『
社
会
文
化
史
学
』
七
、一
九
七
一
年

（
再
録
：
同
著
『
元
代
の
法
制
と
宗
教
』
秀
英
出
版
、
一
九
八
三
年
、
一
二
七
│

一
四
二
頁
）。

小
澤
重
男
『
元
朝
秘
史
全
釈
続
攷 

中
』
風
間
書
房
、
一
九
八
八
年
。

Pelliot, P., 

“Notes sur le 

“Turkestan

” de M
. W

. Barthold,

” T
’oung Pao 

27, 1930, pp.12-56, esp., pp.38-42.

│
│
│
│ 

“Les kökö-däbtär et les 

戸
口
青
冊 hou-k‘eou ts‘

ing-ts‘eu,

” 
T
‘oung pao 27, 1930, pp.195-198.

Rachew
iltz, Igor de, T

he Secret H
istory of the M

ongols: a M
ongolian 

E
pic Chronicle of the T

hirteenth Century, Leoden･Boston, 2004.

佐
口　

透
訳
『
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
史
』
第
六
巻
、
平
凡
社
、
一
九
七
九
年
。

志
茂
碩
敏
「am

īr-i buzurg

」
同
著
『
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
史
研
究
序
説
』
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
九
五
年
、
四
五
一
│
四
七
六
頁
。

Sperling, E
., 

“Hülegü and T
ibet,

” A
cta O

rientalia A
cadem

iae 
Scientiarum

 H
ungaricae 44-1･2, pp.145-157.

杉
山
正
明
「
西
暦
一
三
一
四
年
前
後
大
元
ウ
ル
ス
西
境
を
め
ぐ
る
小
札
記
」『
西
南

ア
ジ
ア
研
究
』
二
七
、一
九
八
七
年
（
再
録
：
同
著
『
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
と
大
元
ウ

ル
ス
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
、
三
三
四
│
三
七
〇
頁
）。

│
│
│
│
「
大
元
ウ
ル
ス
の
三
大
王
国 

│
│
カ
イ
シ
ャ
ン
の
奪
権
と
そ
の
前
後

（
上
）」『
京
都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
三
四
、九
二
│
一
五
〇
頁

│
│
│
│
「
ア
ジ
ア
東
西
を
つ
ら
ぬ
く
歴
史
の
視
野
と
方
法
」
史
学
会
編
『
歴
史
学

の
最
前
線
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
、
二
五
一
│
二
六
五
頁
。

高
橋
文
治
「
承
天
観
公
據
を
め
ぐ
っ
て
」『
追
手
門
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』

三
五
、一
九
九
九
年（
再
録
：
同
著『
モ
ン
ゴ
ル
時
代
道
教
文
書
の
研
究
』汲
古
書
院
、

二
〇
一
一
年
、
三
四
二
│
三
七
七
頁
）。



二
一

宇
野
伸
浩
「
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
家
の
通
婚
関
係
に
み
ら
れ
る
対
称
的
婚
姻
縁
組
」『
国

立
民
族
学
博
物
館
研
究
報
告 

別
冊
』
二
〇
、一
九
九
九
年
、
一
│
六
八
頁
。

西
熱
桑
布
「
蔵
文
《
元
版
》
考
」『
中
国
蔵
学
』
二
〇
〇
九
年
第
一
期
、四
一
│
五
〇
頁
。

熊　

文
彬
「
元
代
皇
室
成
員
施
刊
的
蔵
文
仏
経
」『
中
国
蔵
学
』
二
〇
〇
九
年
第
三
期
、

九
一
│
一
〇
三
頁
。

四
日
市
康
博
「
ジ
ャ
ル
グ
チ
考 

│
│
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
重
層
的
国
家
構
造
お
よ
び
分

配
シ
ス
テ
ム
と
の
関
わ
り
か
ら
」『
史
学
雑
誌
』
一
一
四
│
四
、二
〇
〇
五
年
、
一

│
三
〇
頁
。

横
山　

英
一「
元
代
の
寺
院
財
産
と
そ
の
性
格
素
描
」『
史
学
研
究
』（
広
島
大
学
）二
、

一
九
五
〇
年
、
三
〇
│
四
六
頁
。

王　

勤
金
「
元
《
江
淮
営
田
提
挙
司
銭
粮
碑
》」『
揚
州
師
院
学
報
』（
社
会
科
学
版
）

一
九
八
六
年
第
一
期
、
一
二
七
│
一
三
〇
頁
。

│
│
│
│
「
元
《
江
淮
営
田
提
挙
司
銭
粮
碑
》」『
考
古
』
一
九
八
七
年
第
七
期
、

六
二
二
│
六
二
八
頁
。

註１　

中
村
淳
一
九
九
九
。
以
下
、
前
稿
。『
敕
修
百
丈
清
規
』
巻
上
、
報
恩
章
第
二
に
「
世

祖
而
下
、
み
な
各
々
寺
を
建
て
、
佛
の
應
身
に
由
り
て
天
下
を
御
し
、
化
儀
は
既
に
終

わ
れ
ば
復
た
佛
位
に
歸
す
と
謂
う
。
在
京
の
官
寺
は
、
こ
こ
に
お
い
て
聖
容
を
設
け
、

佛
の
壇
場
を
具
し
、
月
々
五
を
以
て
祭
る
。」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
こ
と
を
指
す
か
。

２　

本
稿
で
は
便
宜
的
に
、
ク
ビ
ラ
イ
が
即
位
し
た
一
二
六
〇
年
以
降
を
元
代
と
す
る
。
な

お
大
モ
ン
ゴ
ル
国Y

eke M
ongγ

ol U
lus

あ
る
い
は
「
大
元
」
と
い
っ
た
国
号
を
め

ぐ
り
、
近
年
生
じ
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
中
村
淳
二
〇
一
〇
、三
九
頁
、
注
一
五

を
参
照
さ
れ
た
い
。

３　

福
田
美
穂
二
〇
〇
八
、
何
孝
栄
二
〇
〇
九
。
こ
の
う
ち
何
孝
栄
二
〇
〇
九
、二
五
六
頁

は
、
チ
ン
ギ
ス=

カ
ン
・
オ
ゴ
デ
イ
・
ト
ル
イ
の
御
容
を
納
め
る
た
め
に
石
仏
寺
に

影
堂
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
前
稿
が
指
摘
し
て
い
な
い
と
す
る
。
確
か
に
そ

う
で
は
あ
る
が
、
何
氏
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
翰
林
院
に
祀
ら
れ
て

い
た
こ
れ
ら
三
者
の
御
容
は
実
際
に
は
石
仏
寺
に
遷
さ
れ
な
か
っ
た
。
前
稿
、
六
五
頁

の
表
に
付
し
た
注
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
御
容
は
イ
ス
ン
テ
ム
ル
に
よ
っ

て
一
旦
、
大
承
華
普
慶
寺
に
遷
さ
れ
た
あ
と
、
ト
ク
テ
ム
ル
に
よ
っ
て
翰
林
院
に
祀
ら

れ
る
。
基
本
的
に
翰
林
院
に
納
め
ら
れ
た
ク
ビ
ラ
イ
以
前
の
歴
代
皇
帝
の
御
容
や
、
ノ

モ
ガ
ン
・
ダ
ル
マ
バ
ラ
な
ど
実
際
に
帝
位
に
就
い
て
い
な
い
皇
族
の
例
、
ト
ル
イ
家
の

分
地
で
あ
る
真
定
に
設
け
ら
れ
た
玉
華
宮
に
御
容
が
祀
ら
れ
た
ト
ル
イ
・
ソ
ル
コ
ク
タ

ニ
（『
元
史
』
巻
三
四
、
至
順
元
年
（
一
三
三
〇
）
八
月
乙
丑
の
条
、
七
六
五
頁
な
ど
）、

そ
し
て
大
興
教
寺
に
神
御
殿
が
設
け
ら
れ
た
パ
ク
パ
の
例
な
ど
は
、
建
立
し
た
皇
帝
・

皇
后
の
御
容
が
納
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
神
御
殿
と
は
、
異
な
る
文
脈
で
考
察
す
る
余

地
を
残
し
て
お
い
た
方
が
良
い
。

４　

イ
ラ
ン
北
西
部
マ
ラ
ー
ゲ
の
近
郊
に
、「
イ
ル=

カ
ン
国
」
時
代
の
仏
教
遺
跡
と
さ
れ

る
洞
窟
が
あ
る
﹇Ball 1976

／
入
澤
崇
二
〇
〇
九
﹈。
ミ
ス
ラ
教
神
殿
の
一
部
を
利
用

し
て
増
改
築
し
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
の
だ
が
、
例
え
ば
そ
こ
に
「
在
来
宗
教
」
の
特

徴
が
見
出
さ
れ
る
か
ら
と
言
っ
て
、
イ
ラ
ン
の
地
に
一
時
的
で
あ
る
に
せ
よ
仏
教
が
根

付
い
て
い
た
と
い
う
事
実
が
確
証
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
歴
史
的
意
義
の
大
き
さ
は

い
さ
さ
か
も
減
じ
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
も
っ
と
も
こ
う
し
た
遺
跡
を
仏
教
の
も
の
と

す
る
に
は
ま
だ
検
討
の
余
地
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
文
献
史
料
か
ら
判
明

し
て
い
る
フ
レ
グ
と
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
と
の
関
係
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
さ
ら
に
一
歩
踏

み
込
ん
で
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
用
意
し
て
お
く
必
要
も
あ
る
。
松

井
太
二
〇
〇
八
に
よ
っ
て
東
西
チ
ャ
ガ
タ
イ
家
の
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
へ
の
接
近
の
有
様
が



二
二

明
ら
か
に
な
り
、
帝
国
の
広
い
範
囲
に
チ
ベ
ッ
ト
仏
僧
が
そ
の
活
動
領
域
を
広
げ
て

い
た
事
実
が
判
明
し
つ
つ
あ
る
﹇Sperling 1990

／
中
村
淳
二
〇
一
〇
、四
二
頁
、
注

二
四
、
参
照
﹈。
な
お
陳
高
華
は
、
本
稿
で
い
う
神
御
殿
寺
の
住
持
と
し
て
任
じ
ら
れ

た
仏
僧
の
な
か
に
、
律
宗
・
華
厳
宗
を
始
め
と
す
る
中
国
仏
教
の
高
僧
の
み
な
ら
ず
、

高
麗
の
仏
僧
も
が
任
じ
ら
れ
て
い
る
例
を
示
す
﹇
陳
高
華
一
九
九
二
、六
頁
﹈。
チ
ベ
ッ

ト
仏
僧
タ
ム
パ
が
大
護
国
仁
王
寺
の
住
持
に
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、

そ
の
建
築
様
式
の
み
な
ら
ず
住
持
に
つ
い
て
も
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
以
外
の
要
素
が
認
め
ら

れ
る
。

５　
『
元
史
』
巻
八
七
、百
官
志
三
、
太
禧
宗
禋
院
の
条
、
二
二
〇
七
│
二
二
一
三
頁
／
横
山

英
一
九
五
〇
／
大
藪
正
哉
一
九
七
一
な
ど
。

６　

韓
国
学
中
央
研
究
院
編
『
至
正
条
格 
校
注
本
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、

五
九
│
六
一
頁
／
陳
高
華
二
〇
〇
八
、一
四
│
一
五
頁
。

７　

同
条
に
担
当
の
総
管
府
が
挙
が
ら
な
い
寺
院
に
つ
い
て
は
、
前
稿
で
す
で
に
指
摘
し
た

通
り
、
同
条
は
あ
く
ま
で
ト
ク
テ
ム
ル
治
世
中
の
状
況
を
基
準
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
に
つ
い
て
改
め
て
注
意
を
促
し
た
い
。

８　

中
村
淳
一
九
九
三
、二
〇
〇
五
ａ
、
二
〇
〇
五
ｂ
。

９　

同
寺
の
表
記
に「
大
」字
が
な
い
こ
と
に
注
目
し
た
い
。『
元
史
』巻
三
〇
、泰
定
帝
本
紀
、

泰
定
四
年
（
一
三
二
七
）
五
月
乙
巳
の
条
（
六
七
九
頁
）
に
「
成
宗
（
テ
ム
ル
）
の
神

御
殿
を
天
壽
万
寧
寺
に
作
ら
し
む
。」
と
あ
る
が
、こ
こ
に
も
や
は
り
「
大
」
字
は
な
い
。

い
ず
れ
も
イ
ス
ン
テ
ム
ル
期
に
関
わ
る
記
事
で
あ
る
が
、
大
永
福
寺
に
し
ろ
大
天
寿
万

寧
寺
に
し
ろ
、『
元
史
』
太
禧
宗
禋
院
の
条
に
担
当
の
総
管
府
が
挙
が
ら
な
い
寺
院
で

あ
る
。
明
初
の
『
元
史
』
編
纂
時
に
わ
ざ
わ
ざ
「
大
」
字
を
取
り
除
い
た
と
は
考
え
ら

れ
ず
、
だ
と
す
れ
ば
そ
の
際
に
利
用
さ
れ
た
実
録
等
の
史
料
に
「
大
」
字
を
欠
い
た
状

態
で
記
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

10　

ま
た
大
聖
寿
万
安
寺
の
寿
福
総
管
府
の
下
に
は
、
や
は
り
万
安
営
繕
司
と
と
も
に
万
寧

営
繕
司
が
あ
り
、
そ
れ
は
大
天
寿
万
寧
寺
の
営
繕
を
担
当
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

11　

本
条
の
後
半
は
、
住
奴
皇
后
や
趙
王
を
は
じ
め
具
体
的
な
称
号
や
人
名
・
寺
観
名
を
挙

げ
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
官
に
還
す
べ
き
田
土
の
数
字
を
あ
げ
る
。
永
福
寺
に
つ
い
て
は

五
十
頃
五
畝
の
う
ち
三
十
頃
五
畝
を
官
に
還
し
て
は
ど
う
か
と
上
奏
さ
れ
、「
那
般
者

（
そ
の
よ
う
に
せ
よ
）」
と
の
聖
旨
が
出
て
い
る
。
な
お
、
具
体
的
な
人
名
に
つ
い
て
他

に
目
を
引
く
の
は
、
班
的
荅
八
合
失
、
畏
兀
兒
哈
藍
寺
、
難
的
沙
津
愛
護
持
な
ど
が
あ

る
。パ
ン
デ
ィ
タ=

バ
ク
シ
の
音
写
と
考
え
ら
れ
班
的
荅
八
合
失
と
呼
ば
れ
た
人
物
は
、

帝
師
・
国
師
ク
ラ
ス
の
仏
僧
で
あ
っ
た
ろ
う
。
同
様
の
表
記
は
、
例
え
ば
大
都
大
延
洪

寺
栗
園
碑
に
あ
る
（
馬
順
平
二
〇
一
一
）。
ま
た
、
畏
兀
兒
哈
藍
寺
と
い
う
文
言
を
見

て
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、『
佛
祖
歴
代
通
載
』
巻
二
二
に
伝
が
立
つ
高
昌
出
身
す

な
わ
ち
ウ
イ
グ
ル
の
比
丘
尼
、
舎
藍
藍
（
一
二
六
九
│
一
三
三
二
年
）
で
あ
る
﹇
藤
島

建
樹
一
九
六
三
﹈。
彼
女
は
帝
師
タ
ク
パ
オ
ー
セ
ル
を
師
と
し
て
仏
門
に
入
り
、
皇
后
・

皇
太
后
・
公
主
ら
女
性
皇
族
の
絶
大
な
寵
愛
を
受
け
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
ほ
か
沙
津

愛
護
持
す
な
わ
ち
シ
ャ
ジ
ン=

ア
イ
グ
チ
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

12　
『
元
史
』
巻
二
九
、
泰
定
帝
本
紀
、
泰
定
元
年
（
一
三
二
四
）
十
月
戊
午
の
条
（
六
五
〇

│
六
五
一
頁
）
／
前
稿
、
七
一
│
七
二
頁
。

13　
『
元
史
』
巻
三
五
、文
宗
本
紀
、至
順
二
年
（
一
三
三
一
）
五
月
戊
戌
の
条
（
七
八
五
頁
）

に
は
「
太
禧
宗
禋
院
に
隷
す
る
所
の
昭
孝
營
繕
司
を
以
て
崇
祥
總
管
府
に
隷
せ
し
む
。」

と
あ
り
、
寿
安
山
大
昭
孝
寺
の
営
繕
司
は
も
と
も
と
太
禧
宗
禋
院
直
属
で
あ
っ
た
も
の

が
、
崇
祥
総
管
府
の
管
下
に
移
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

14　
『
元
史
』
巻
二
二
、武
宗
本
紀
、至
大
元
年
（
一
三
〇
八
）
一
〇
月
乙
巳
の
条
（
五
〇
四
頁
）

に
は
、「
護
國
仁
王
寺
昭
應
規
運
總
管
府
を
改
め
て
會
福
院
と
爲
す
、
秩
從
二
品
。」
と

あ
る
よ
う
に
、
大
護
国
仁
王
寺
の
総
管
府
は
昭
応
宮
な
る
お
そ
ら
く
は
道
観
の
管
理
運

営
も
行
な
っ
て
い
た
ら
し
い
の
だ
が
、
昭
応
宮
に
関
わ
る
史
料
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
な

お
、
殊
祥
院
は
隆
禧
総
管
府
の
前
身
。

15　

オ
ゴ
デ
イ
に
よ
る
分
撥
に
つ
い
て
は
松
田
孝
一
一
九
七
八
／
同
二
〇
一
〇
を
、
ク
ビ
ラ

イ
に
よ
る
分
撥
に
つ
い
て
は
村
岡
倫
一
九
九
七
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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16　
『
元
史
』
巻
三
三
、文
宗
本
紀
、天
暦
二
年
（
一
三
二
九
）
九
月
乙
卯
朔
の
条
、七
四
〇
頁
）

／
同
十
一
月
戊
午
の
条
、七
四
四
頁
／
同
巻
三
四
、文
宗
本
紀
、至
順
元
年
（
一
三
三
〇
）

四
月
壬
辰
の
条
、
七
五
六
頁
／
同
巻
三
五
、
文
宗
本
紀
、
至
順
二
年
（
一
三
三
一
）
三

月
戊
子
の
条
、七
七
九
│
七
八
〇
頁
／
同
巻
三
六
、文
宗
本
紀
、至
順
三
年
（
一
三
三
二
）

四
月
乙
丑
の
条
、
八
〇
三
頁
／
同
巻
一
一
四
、
后
妃
伝
、
文
宗
卜
答
失
里
皇
后
、

二
八
七
七
頁
。

17　

後
漢
明
帝
の
永
平
年
間
（
五
八
│
七
五
年
）
に
摩
騰
が
西
方
か
ら
教
典
を
白
馬
に
載
せ

て
洛
陽
に
も
た
ら
し
、
は
じ
め
鴻
臚
寺
に
居
た
が
明
帝
は
一
寺
を
建
立
し
こ
こ
に
居
ら

し
め
、
そ
の
白
馬
に
因
ん
で
白
馬
寺
と
名
付
け
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
白
馬
寺
伝
説
で

あ
り
、
中
国
に
お
け
る
仏
寺
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
。
引
用
文
中
に
見
え
る
「
永
平
の
事
」

と
は
こ
の
こ
と
を
指
し
、
ま
た
文
中
の
行
育
が
贈
ら
れ
た
鴻
臚
卿
も
こ
れ
に
因
ん
だ
も

の
。

18　

Franke 1984

／Franke1996

／
陳
得
芝
一
九
八
九
／
中
村
淳
二
〇
一
〇
、四
四
頁
、

注
三
二
。

19　

懐
孟
は
、ク
ビ
ラ
イ
家
の
私
領
で
あ
る﹇『
元
史
』巻
五
八
、地
理
志
、一
三
六
二
頁
／『
元

史
』
巻
九
五
、
食
貨
志
、
二
四
一
七
頁
／
杉
山
正
明
一
九
八
七
、五
〇
頁
﹈。

20　
『
佛
祖
歴
代
通
載
』
巻
二
二
（
七
二
五
頁
）
に
伝
が
あ
る
。
詔
を
以
て
白
馬
寺
に
入
り
、

テ
ム
ル
が
五
台
山
に
大
万
聖
佑
国
寺
を
建
て
た
時
、
ち
ょ
う
ど
第
五
代
帝
師
タ
ク
パ

オ
ー
セ
ル
の
も
と
に
来
見
し
て
お
り
、
帝
師
の
推
挙
に
よ
り
詔
を
以
て
、
同
時
の
住
持

を
兼
任
し
た
。
真
覚
国
師
と
も
称
さ
れ
る
。

21　

阿
尼
哥
の
手
に
な
る
神
御
殿
寺
、大
聖
寿
万
安
寺
、大
興
教
寺
、大
護
国
仁
王
寺
を
指
す
。

22　

達
什
愛
満
は
、
ケ
レ
イ
ト
氏
孛
魯
歓
の
第
三
子
答
失
蛮
で
あ
ろ
う
。『
牧
庵
集
』
巻

十
三
、
皇
元
高
昌
忠
惠
王
神
道
碑
銘

序
（
一
一
二
表
│
一
一
四
裏
）
が
あ
り
、
そ
れ

に
よ
る
と
成
宗
テ
ム
ル
時
代
に
宣
政
院
使
に
な
り
、
大
徳
八
年
（
一
三
〇
四
）
に
死

去
す
る
。『
元
史
』
巻
一
九
、
成
宗
本
紀
、
元
貞
二
年
（
一
二
九
六
）
三
月
壬
申
の
条

（
四
〇
三
頁
）
に
、
す
で
に
宣
政
院
使
と
し
て
み
え
て
い
る
﹇
藤
島
一
九
七
五
、一
五
二

│
一
五
三
頁
﹈。『
元
史
』
巻
一
三
四
、
也
先
不
花
伝
（
三
二
六
六
│
六
八
頁
）
に
よ
れ

ば
、
祖
父
は
チ
ン
ギ
ス=

カ
ン
に
従
い
、
父
は
ト
ル
イ
の
宿
衛
に
入
っ
て
真
定
に
食

邑
を
賜
っ
た
が
、
至
元
元
年
（
一
二
六
四
）
ア
リ
ク
ブ
ゲ
の
一
党
と
し
て
伏
誅
。
長
兄

の
也
先
不
花
の
家
は
、
チ
ン
キ
ム
に
仕
え
た
。

23　

横
山
英
一
九
五
〇
、
各
処
。
こ
の
ほ
か
、
大
藪
正
哉
一
九
七
一
、一
三
一
│
一
三
二
頁

な
ど
。

24　

前
稿
、
六
八
│
七
一
頁
。

25　

栗
が
寺
産
の
重
要
な
部
分
を
占
め
た
例
に
つ
い
て
は
、
大
都
大
延
洪
寺
栗
園
碑
（
馬
順

平
二
〇
一
一
）
に
も
認
め
ら
れ
る
。

26　

横
山
、
大
藪
両
氏
は
、
河
間
の
荘
園
管
理
に
関
し
て
は
担
当
官
庁
を
挙
げ
ず
、
大
都
地

区
の
荘
園
管
理
は
大
都
等
路
民
佃
提
領
所
が
行
な
っ
た
と
す
る
が
、
恒
産
之
碑
に
は
提

挙
司
・
提
領
所
は
「
外
を
分
治
」
し
た
と
あ
り
、
ま
た
大
都
地
区
は
「
本
院
」
つ
ま
り

会
福
院
直
属
と
あ
る
。

27　

チ
ャ
ブ
イ
と
ダ
ギ
と
は
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
コ
ン
ギ
ラ
ト
氏
の
な
か
で
も
ア
ル
チ=

ノ
ヤ
ン
家
に
属
す
る
（
宇
野
伸
浩
一
九
九
九
、二
七
、四
一
│
四
三
頁
）。
前
稿
で
は
、

太
廟
と
神
御
殿
寺
を
め
ぐ
っ
て
皇
統
の
推
移
に
注
意
を
は
ら
い
つ
つ
考
察
を
加
え
た

が
、
皇
后
の
出
自
に
つ
い
て
も
さ
ら
に
合
わ
せ
て
考
慮
す
る
と
、
ま
た
別
の
角
度
か
ら

の
説
明
が
可
能
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

28　

王
氏
は
、明
が
揚
州
を
占
領
、一
三
五
七
年
に
築
城
し
た
際
、そ
の
場
で
碑
を
う
ち
割
っ

て
城
壁
の
基
礎
と
し
た
、
す
な
わ
ち
わ
ず
か
四
四
年
し
か
地
上
に
存
在
し
な
か
っ
た
同

碑
が
諸
書
に
著
録
を
見
な
い
の
は
、
そ
の
た
め
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
な
お
、
中

国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
ほ
か
編
著
『
揚
州
城 

一
九
八
七
│
一
九
九
八
年
考
古
発

掘
報
告
』（
文
物
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
に
は
、
本
碑
に
関
す
る
情
報
は
な
い
。

29　

高
橋
文
治
一
九
九
九
、三
七
二
頁
に
は
、
元
朝
期
に
「
江
淮
」
の
語
が
長
江
以
北
の
み

を
指
し
て
用
い
ら
れ
た
の
は
、
南
宋
が
ク
ビ
ラ
イ
に
接
収
さ
れ
た
前
後
の
十
数
年
に
限

ら
れ
る
。
し
か
も
、
至
元
二
八
年
（
一
二
九
一
）
年
に
江
淮
行
省
が
河
南
江
北
行
省
と
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江
浙
行
省
と
に
分
割
さ
れ
た
よ
う
に
、「
江
淮
」
の
語
そ
の
も
の
が
行
政
区
画
を
い
う

タ
ー
ム
か
ら
消
え
て
い
く
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
正
一
教
の
張
留
孫
の
肩
書
き
に
大
徳

一
〇
年
（
一
三
〇
六
）
に
い
た
っ
て
も
「
江
淮
」
の
文
字
が
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
、

と
あ
る
。

30　

恒
産
之
碑
な
ら
び
に
『
元
史
』
太
禧
宗
禋
院
の
条
に
挙
が
る
襄
陽
（
河
南
省
西
部
）
の

名
は
、
本
碑
に
は
見
え
な
い
。

31　

王
勤
金
一
九
八
六
、一
三
〇
頁
／
同
一
九
八
七
、六
二
七
頁
。

32　

森
安
孝
夫
二
〇
〇
七
、一
六
│
一
九
頁
。

33　

藤
島
建
樹
一
九
七
七
、二
三
頁
／
百
濟
康
義
一
九
八
四
、八
〇
│
八
二
頁
、
八
九
頁
。

34　

は
じ
め
に
紹
介
し
た
『
至
正
条
格
』
第
九
七
条
に
は
、
難
的
沙
津
愛
護
持
が
所
有
す
る

「
五
十
頃
の
田
の
内
、
三
十
頃
を
官
に
還
す
。」
と
あ
る
。
こ
の
難
的
は
、
あ
る
い
は
南

的
沙
で
は
あ
る
ま
い
か
。

35　

森
安
孝
夫
一
九
八
三
、二
一
九
│
二
二
〇
頁
。

36　

忠
宣
王
に
関
す
る
論
考
は
多
く
、
こ
こ
で
は
主
に
参
考
に
し
た
金
恵
苑
一
九
九
三
／
金

文
京
二
〇
〇
七
を
挙
げ
て
お
く
。
ま
た
中
村
淳
二
〇
一
〇
、五
二
│
五
五
頁
を
参
照
さ

れ
た
い
。

37　

碑
文
中
、
瀋
陽
王
に
つ
づ
く
「
也
」
字
は
、
あ
る
い
は
イ
ジ
ル
ブ
カ
を
漢
字
音
写
し
た

最
初
の
一
字
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

38　

藤
島
建
樹
一
九
七
七
、二
〇
│
二
二
頁
。

39　

青
冊
に
関
す
る
主
だ
っ
た
論
考
は
、
四
日
市
康
博
二
〇
〇
五
、三
│
五
頁
に
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
チ
ョ
ク
ト
二
〇
〇
六
や
、
川
本
正
知
二
〇
一
〇
（
一
二
八
│
一
二
九

頁
、
一
三
二
頁
、
一
四
七
頁
）
な
ど
が
あ
る
。

40　

村
上
正
二
一
九
七
二
、
第
二
巻
、
三
九
七
│
三
九
八
頁
／
小
澤
重
男

一
九
九
八
、一
〇
七
│
一
〇
八
頁
、
一
一
〇
│
一
一
一
頁
、
一
一
七
頁
／Rachew

iltz 
2004, pp.772-773.

41　

原
文
で
は
「
聖
旨
」
が
二
字
台
頭
。
な
お
『
程
雪
樓
集
』
涼
國
敏
慧
公
神
道
碑
に
よ
れ

ば
、
大
乾
元
寺
も
大
護
国
仁
王
寺
に
擬
し
て
阿
尼
哥
が
上
都
に
建
て
た
仏
寺
で
あ
る
。

42　
『
元
史
』
巻
三
三
、
文
宗
本
紀
、
天
暦
二
年
（
一
三
二
九
）
一
〇
月
辛
丑
の
条
（
七
四
三

頁
）
に
は
、「
諸
王
・
公
主
・
官
府
・
寺
觀
の
撥
賜
さ
れ
る
田
租
は
、
魯
國
大
長
公
主

の
人
を
遣
わ
し
て
徴
収
す
る
を
聽
す
を
除
く
の
外
、
そ
の
餘
は
悉
く
官
に
輸
し
、
鈔
を

給
し
て
そ
の
直
を
酬
ゆ
べ
し
。」
と
あ
る
よ
う
に
、ト
ク
テ
ム
ル
期
に
あ
っ
て
も
、仏
寺
・

道
観
が
直
接
に
人
を
派
遣
し
て
田
租
を
徴
収
す
る
事
態
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
な

お
、
こ
こ
に
見
え
る
魯
國
大
長
公
主
と
は
、
チ
ャ
ブ
イ
や
ダ
ギ
の
実
家
コ
ン
ギ
ラ
ト
氏

に
降
嫁
さ
れ
た
武
宗
カ
イ
シ
ャ
ン
の
妹
、
セ
ン
ゲ
ラ
ギ
（Senggeragi

／
祥
哥
剌
吉
）

を
指
す
（
宇
野
伸
浩
一
九
九
九
、三
七
頁
、
四
三
│
四
四
頁
）。
こ
の
ほ
か
『
元
史
』
巻

一
七
五
、
張
珪
伝
（
四
〇
八
一
頁
）
に
よ
る
と
、
泰
定
元
年
（
一
三
二
四
）
に
張
珪
ら

が
同
様
の
上
奏
を
し
て
退
け
ら
れ
た
と
あ
る
。

43　

森
安
孝
夫
一
九
八
三
、二
二
二
│
二
二
四
頁
。

44　

西
熱
桑
布
二
〇
〇
九
／
熊
文
彬
二
〇
〇
九
。

45　

ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
で
発
見
さ
れ
た
も
の
は
ウ
イ
グ
ル
語
で
あ
り
、
チ
ベ
ッ
ト
の
も
の
は
チ

ベ
ッ
ト
語
で
あ
る
の
は
、
偶
然
で
は
な
か
ろ
う
。
神
御
殿
寺
で
翻
訳
あ
る
い
は
刊
行
さ

れ
る
仏
典
は
、
祈
祷
の
た
め
に
読
誦
さ
れ
る
地
域
の
言
語
で
も
の
さ
れ
送
ら
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
他
に
可
能
性
と
し
て
は
、
西
夏
語
と
漢
語
の
も
の
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で

は
な
い
。
今
後
、
旧
西
夏
領
の
一
帯
や
朝
鮮
半
島
な
ど
か
ら
、
同
種
の
仏
典
が
発
見
さ

れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

46　

刊
行
に
携
わ
っ
た
人
物
と
し
て
は
帝
師
の
ほ
か
、ka ra na das 

す
な
わ
ち
カ
ル
ナ
ダ

ス
や
、ま
た
カ
ル
マ=

パ
ク
シ
の
弟
子
ウ
ギ
ェ
ン
パ u rgyan pa

の
名
も
確
認
で
き
る
。

47　

杉
山
正
明
二
〇
〇
四
、二
六
二
頁
。『
集
史
』
ガ
ザ
ン=

カ
ン
紀
に
は
、
ガ
ザ
ン
に
対

し
て
高
官
た
ち
が
言
っ
た
言
葉
と
し
て
、
父
君
ア
ル
グ
ン
は
寺
院
を
造
り
、
自
分
の
肖

像
画
を
そ
の
建
物
の
壁
に
描
い
て
い
た
と
あ
る
﹇
佐
口
透
一
九
七
九
、一
四
│
一
五
頁

／
入
澤
崇
二
〇
〇
九
、二
一
九
頁
﹈。
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附
：
江
淮
營
田
提
舉
司
錢
糧
碑
移
録

　
　
　
　

凡
例
‥
□
判
読
不
可
、
傍
線
＝
判
読
可
（
字
画
が
一
部
で
も
み
え
る
等
）、
ゴ
チ
ッ
ク
＝
推
定
。

Ａ
．
碑
陽
篆
額

01　

江
淮　
　

02　

營
田　
　

03　

提
舉　
　

04　

司
錢　
　

05　

糧
碑

Ｂ
．
碑
陽
上
截

01　
　
　
　
　
　
　

揚
於
淮
左
爲
甲
郡
次
曰
楚
曰
承
厥
壌
沃
厥
地
曠
唐
末
始
營
田
于
三
郡
宋
專
以
官
制
寝
備
衡
虞
征

02　
　
　
　
　
　
　

榷
之
利
踵
興
言
者
謂
以
賦
中
宮
昔

03　

天
馬
南
牧
衆
遷
徙
靡
常
厥
居
鄙
贅
者
繇
覬
而
詭
矧
簿
籍

泯
積
詭
而
晦

04　

聖
神
一
寓
内
郡
民
王
士
整
輩
於
至
元
戊
寅
以
状
聞

05　
　
　
　

正
宮
聞
而
不
之
究
與
無
聞
同
究
而
不
之
實
與
無
田
同

06　

太
后
尋
遣
使
閲
實
僅
其
概
爰
隷

07　
　
　
　

大
護
國
仁
王
寺
世
其
業
歳
其
入
肇
惟
秩
元
祀
詒
福
于

08　
　
　
　

國
于
民
司
曰
提
舉
府
曰
規
運
歳
戊
申
復
陞
院
曰
會
福
然
弊
鮮
終
革
秦
國
公
安
普
平
章
忽
馬
兒
不
花
荐
以

09　
　
　
　
　
　

聞
幀
簡
乃
僚
唯
舊
是
復
迺
專
命
江
北
淮
東
道
肅
政
廉
訪
司
簽
事
哈
只
偕
薩
八
董
善
俊

10　
　
　
　
　
　

院
史
郭
友
諒
若
兀
都
馬
沙
判
揚
郡
趙
褫
判
承
郡
楚
則
郡
貳
阿
里
各
任
其
分
命
上
下
一
乃
心
力
響
應

11　
　
　
　
　
　

翕
合
東
際
海
南
際
江
淮
際
其
西
北
畝
履
戸
詢
咸

罔
缺
或
是
或
非
是
乃
從
或
同
或
異
同
乃
從
或
盈

12　
　
　
　
　
　

或
縮
盈
迺
從
烽
堠
以
識
疆
□
以
正
緡
賦
以
明
積
斯
勞

告
成
於
一
旦
其
奉

13　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
復
舊
也
備
該
之
案
牘
籍
以
彙
次
凡
在
内
獻
臣
百
□
工
越
在
外
少
正
御
事
庶

14　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
一
舉
三
得
其
何
弊
之
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

15
〜
18　
（
上
部
14
字
分
欠
、
以
下
文
字
な
し
）

19　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
細
墾
凡
業
於
是
居
於
是
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

20　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
之
田
與
斯
田
相
當
無
窮
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

21　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
而
總
之
復
爲
之
銘
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

22　
（
上
部
11
字
分
欠
、
以
下
文
字
な
し
）

23　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
是
爲
營
田
之
制
兮
以
祀
以
祈
施
其
世
兮
載
詢
載
稽
委
其
肩
兮
是
爲
營
田
之
計
兮

24　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
兮
祉
乎
履
乎
萬
斯
年
兮
是
爲
營
田
之
利
兮
皇
慶
癸
丑
辰
月
吉
郡
文
學　

涂
維
申

25　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□　
　
　

提
控
案
牘
高
久
王
載　

江
淮
營
田
副
提
舉
呉
也
先
不
花　

江
淮
營
田
□

26　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
忠
顯
校
尉
江
淮
營
田
提
舉
司
提
舉
陳
昭
□　

承
務
郎
江
淮
營
田
提
舉
司
提
舉
狗
児
□

27　

□
□
□
□
□
江
淮
營
田
提
舉
司
達
魯
花
赤
董
善
俊　

會
福
院
所
委
令
史
郭
友
諒
□
□
委
官
董
善
俊
薩
八　

承
務

28　
　
　
　
　
　

郎
簽
江
北
淮
東
道
肅
政
廉
訪
司
事
哈
只　

會
福
院
照
磨
兼
承
發
架
閣
管
勾
卞
君
瑞　

將
仕
佐
郎
會

29　
　
　
　
　
　

福
院
都
事
張
榮
祖　

昭
信
校
尉
會
福
院
判
官
李
伯
顔　

奉
議
大
夫
會
福
院
判
官
余
洪　

中
奉
大
夫

30　
　
　
　
　
　

簽
會
福
院
事
李
伯
顔
察
兒　

昭
信
校
尉
簽
會
福
院
事
塔
海　

中
奉
大
夫
會
福
院
使
瓮
吉
剌
□　

中

31　
　
　
　
　
　

奉
大
夫
會
福
院
使
遙
授
昭
文
館
大
學
士
領
莊
部
事
邸
大
亨　
　

資
善
大
夫
會
福
院
使
忽
馬
児
不
花

32　
　
　
　
　

開
府
儀
同
三
司
上
柱
國
秦
國
公
宣
政
院
使
會
福
院
使　

安
普
等
立
石



二
六

Ｃ
．
碑
陽
下
截
第
一
段

01　

田
地
參
千
九
百
貳
拾
貳
頃
捌
拾
捌
畝
伍
分
陸
厘
參
毫
伍
絲
并

02　
　
　
　
　
　
　

壹
段
又
壹
百
九
拾
肆
丈
貳
尺
五
寸
五
分

03　
　
　

田
參
千
肆
百
五
拾
壹
頃
陸
拾
貳
畝
貳
分
壹
厘
參
毫
五
絲

04　
　
　
　

事
故
田
壹
百
五
拾
漆
頃
參
拾
壹
畝
壹
分
捌
厘

05　
　
　
　

外
有
蘆
熟
田
參
千
貳
百
九
拾
肆
頃
參
拾
壹
畝
參
厘
參

06　
　
　
　
　
　
　

毫
五
絲

07　
　
　
　
　

有
佃
田
貳
千
五
百
貳
拾
參
頃
參
拾
貳
畝
壹
分
貳
厘

08　
　
　
　
　
　
　

捌
毫
五
絲
官
牛
壹
百
五
拾
漆
隻
内
熟
田
貳
千

09　
　
　
　
　
　
　

貳
百
肆
拾
頃
肆
拾
畝
參
分
壹
厘
五
毫
五
絲
該

10　
　
　
　
　
　
　

小
麦
肆
千
捌
百
捌
拾
陸
石
壹
斗
陸
升
九
合
貳

11　
　
　
　
　
　
　

勺
參
撮
漆
圭

糯
米
貳
萬
貳
千
陸
拾
肆
石
參

12　
　
　
　
　
　
　

斗
肆
升
壹
合
捌
勺
漆
抄
參
撮
陸
圭
荒
田
貳
百

13　
　
　
　
　
　
　

捌
拾
貳
頃
九
拾
壹
畝
捌
分
壹
厘
參
毫
戸
五
千

14　
　
　
　
　
　
　

貳
百
參
戸

15　
　
　
　
　
　

佃
逃
積
荒
田
漆
百
漆
拾
頃
九
拾
捌
畝
九
分
五
毫

16　
　
　

地
肆
百
漆
拾
壹
頃
貳
拾
陸
畝
參
分
五
厘
并
一
段
又
壹
百

17　
　
　
　
　
　
　

九
拾
肆
丈
貳
尺
五
寸
五
分

18　
　
　
　
　
　

辧
課
草
壩
住
基
等
參
百
肆
拾
頃
參
拾
捌
畝
捌
分

19　
　
　
　
　
　
　

并
壹
百
九
拾
肆
丈
貳
尺
五
寸
五
分
歳
辧
中
統

20　
　
　
　
　
　
　

鈔
貳
百
捌
拾
陸
定
壹
兩
參
錢
陸
分
漆
厘
捌
毫

21　
　
　
　
　
　
　

五
絲

22　
　
　
　
　

不
辧
課
鹽
減
牧
牛
菜
地
貳
百
參
拾
頃
捌
拾
漆
畝
五

23　
　
　
　
　
　
　

分
五
厘
并
壹
段

24　
　

揚
州
路
管
下
江
都
泰
興
海
陵
如
皐
靜
海
海
門
陸
縣
壹
拾
陸

25　
　
　
　
　
　
　

莊
田
地
捌
百
肆
頃
陸
拾
九
畝
貳
分
貳
厘
肆
毫

26　
　
　
　
　

漆
百
陸
拾
肆
頃
九
畝
捌
分
漆
厘
肆
毫

27　
　
　
　
　

事
故
田
陸
拾
貳
頃
壹
拾
九
畝
捌
厘

28　
　
　
　
　
　

泰
興
靜
海
貳
縣
潮
弃弃流
圍
岸
占
壓

江
等
田
肆
拾

29　
　
　
　
　
　
　
　

頃
九
拾
貳
畝
捌
厘

30　
　
　
　
　
　

江
都
縣
未
標
撥
長
樂
西
莊
田
貳
拾
□
□
□
□
□

31　
　
　
　
　
　
　
　

繇
佃
戸
王
觀
保
等
納
糧
營
田
□
□
□
□
□

32
〜
44 （
13
行
分
欠
）

45　
　
　
　
　

無
佃
逃
積
荒
等
田
□
□
□
□
□
□
□

46　
　
　

地
肆
拾
頃
五
拾
九
畝
參
分
□
□
□
□
□
□
□

47　
　
　
　
　
　
　

地
參
拾
捌
頃
五
拾
畝
五
厘
歳
辧
鈔
參
□

48　
　
　
　
　
　
　

貳
拾
陸
兩
五
錢
陸
分
壹
厘
陸
毫
不
辧
課

49　
　
　
　
　
　
　

貳
頃
九
畝
參
分

50　
　

淮
安
路
管
下
山
陽
鹽
城
天
長

四
縣
計
壹
拾
肆
莊
田

51　
　
　
　
　
　
　

壹
千
壹
百
捌
拾
壹
頃
貳
拾
貳
畝
漆
分
五
厘

52　
　
　

田
九
百
捌
拾
陸
頃
肆
拾
貳
畝
五
分

53　
　
　
　
　

有
佃
田
陸
百
壹
拾
頃
九
拾
漆
畝
漆
分
官
牛
壹
□
□

54　
　
　
　
　
　
　

拾
五
隻
内
熟
田
肆
百
九
拾
頃
九
拾
□
畝
九
□

55　
　
　
　
　
　
　

該
小
麦
捌
百
五
拾
貳
石
六
斗
壹
升
四
合
□
□

56　
　
　
　
　
　
　

四
抄
壹
撮
九
圭
粳
米
參
千
捌
百
肆
拾
石
五
□

57　
　
　
　
　
　
　

漆
升
四
合
壹
勺
五
抄
四
撮
壹
圭
荒
田
壹
百
□

58　
　
　
　
　
　
　

拾
九
頃
九
拾
捌
畝
六
分
壹
厘
佃
戸
壹
千
陸
□

59　
　
　
　
　
　
　

九
十
戸

60　
　
　
　
　

無
佃
逃
積
荒
田
參
百
漆
拾
伍
頃
肆
拾
肆
畝
八
分

61　
　
　

地
壹
百
九
拾
肆
頃
捌
拾
畝
貳
分
五
厘
内
辧
課
草
地

62　
　
　
　
　
　

壹
百
參
拾
捌
頃
九
拾
參
畝
歳
辧
鈔
貳
百
□
□

Ｄ
．
碑
陽
下
截
第
二
段

01　
　
　
　
　
　

參
定
參
拾
五
兩
四
錢
不
辧
課
鹽
減
地
五
拾
五

02　
　
　
　
　
　

頃
捌
拾
漆
畝
貳
分
五
厘

03　

高
郵
府
管
下
高
郵
寶
應
興
化
三
縣
壹
拾
捌
莊
田
地
壹
千
九

04　
　
　
　
　
　

百
參
拾
陸
頃
九
拾
陸
畝
五
分
八
厘
九
毫
五
絲

05　
　
　
　
　
　

并
住
基
門
面
壹
百
九
拾
四
丈
貳
尺
五
寸
五
分

06　
　

田
壹
千
漆
百
壹
頃
九
畝
八
分
參
厘
九
毫
五
絲

07　
　
　

事
故
屯
田
占
種
并
盗
賣
田
九
拾
五
頃
壹
拾
貳
畝
壹
分

08　
　
　

外
有
蘆
熟
田
壹
千
陸
百
五
頃
九
拾
漆
畝
七
分
三
厘
九

09　
　
　
　
　
　

毫
五
絲

10　
　
　
　

有
佃
田
壹
千
貳
百
參
拾
貳
頃
九
拾
漆
畝
七
分
九
厘

11　
　
　
　
　
　

□
□
五
絲
官
牛
貳
隻
内
熟
田
壹
千
壹
百
壹
拾

12　
　
　
　
　
　

□
□
□
拾
肆
畝
四
分
五
厘
四
毫
五
畝
該
小
麦

13　
　
　
　
　
　

□
□
捌
百
陸
拾
貳
石
壹
斗
壹
升
壹
合
貳
□
□

14　
　
　
　
　
　

□
粳
糯
米
壹
萬
參
千
陸
百
貳
拾
肆
石
參
斗
□

15　
　
　
　
　
　

合
參
勺
六
抄
貳
撮
五
圭
荒
田
壹
百
壹
拾
九
□

16　
　
　
　
　
　

貳
拾
參
畝
三
分
四
厘
戸
壹
千
漆
百
壹
戸

17　
　
　
　

無
佃
逃
積
荒
田
參
百
漆
拾
貳
頃
九
拾
九
畝
九
分

18　
　
　
　
　
　

□
□
毫

19　
　

地
貳
百
參
□
□
頃
捌
拾
陸
畝
七
分
五
厘
并
住
基
門
面
□

20　
　
　
　
　
　

□
□
□
四
丈
貳
尺
五
寸
五
分

21　
　
　
　

辧
課
地
陸
拾
貳
頃
九
拾
五
畝
七
分
五
厘
并
□
□
□

22　
　
　
　
　
　

拾
肆
丈
貳
尺
五
寸
五
分
歳
辧
鈔
參
拾
□
□
□

23　
　
　
　
　
　

拾
九
兩
四
錢
陸
厘
貳
毫
五
絲

24　
　
　
　

不
辧
課
牧
牛
等
地
壹
百
漆
拾
貳
頃
九
拾
壹
畝
□
□

25　

江
淮
營
田
提
舉
司
公
廨
基
地
壹
段
坐
落
揚
州
在
城
南
□
酒

26　

館
壹
百
參
拾
九
處
月
辧
□
□
鈔
貳
百
參
拾
定
貳
拾
□
□
□

27　
　
　
　
　
　

錢
五
分
肆
厘
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

28　

□
□
路
五
拾
處
月
辧
鈔
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
錢
陸

29
〜
61　
（
約
33
行
分
欠
）

Ｅ
．
碑
陽
下
截
第
三
段

01　
　
　
　
　

店
子
橋　

王
墅　
　

馬
塘　
　

泰
蘭　
　

石
梁

02　
　
　
　
　

黄
家
橋　

小
河
子　

凡
公
店

03　
　
　
　

縣
壹
處
平
原
辧
鈔
壹
拾
陸
兩
貳
錢
□
分

04　
　
　

高
郵
府
肆
拾
肆
處
月
辧
鈔
肆
拾
貳
定
肆
拾
兩
肆
錢
陸
分
貳

05　
　
　
　
　
　
　
　
　

厘
肆
毫
五
絲

06　
　
　
　

高
郵
縣
貳
拾
捌
處
辧
鈔
參
拾
□
定
貳
拾
兩
貳
錢
肆
分
壹

07　
　
　
　
　
　
　
　
　

厘
四
毫
五
絲

08　
　
　
　
　

□
静　
　

河
口　
　

鄭
村　
　

茆
塘　
　
　

北
新
弃弃流

09　
　
　
　
　

□
堰　
　

何
堰　
　

南
新
弃弃流　

比
麻
龔
里　

十
里
店

10　
　
　
　
　

□
壯
弃弃流　

西
季
墅　

姜
堰　
　

東
季
墅　
　

西
峯

11　
　
　
　
　

凌
塘　
　

華
村　
　

佛
塋　
　

仁
茄
壩　
　

公
田

12　
　
　
　
　

弩
臺　
　

城
子
店　

廟
基　
　

時
堡　
　
　

臨
澤



二
七

弃弃流

13　
　
　
　
　

貳　
　

三
垜　
　

姜
里

14　
　
　
　

寶
應
縣
壹
拾
五
處
辧
鈔
漆
定
參
拾
捌
兩
貳
錢
貳
錢
壹
厘

15　
　
　
　
　

賈
家
倫　

江
平　
　

軍
思　
　

范
水　
　

上
潼
口　

16　
　
　
　
　

蘭
亭　
　

湯
董
莊　

乙
家
莊　

楊
林
弃弃流　

蜆
墟　
　

17　
　
　
　
　

孝
義
展
弃弃流　

槐
樓　
　

衡
楊　
　

下
潼
口　

射
陽

18　
　
　
　

興
化
縣
壹
處
芙
蓉
辧
鈔
□
□
貳
兩

19　
　

湖
泊
肆
拾
九
處
月
辧
中
統
鈔
□
□
□
定
肆
拾
漆
兩
九
錢
貳
分

20　
　
　
　
　
　
　
　
　

壹
厘
漆
毫

21　
　
　

揚
州
路
壹
拾
壹
處
月
辧
鈔
陸
定
壹
拾
陸
兩
貳
錢
四
分

22　
　
　
　

江
都
縣
參
處
辧
鈔
□
□
□

23　
　
　
　
　

武
安
村　

□
□　

□
□
□
□

24　
　
　
　

海
陵
縣
肆
處
辧
鈔
壹
□
□
□
□
□
貳
分
四
厘

25　
　
　
　
　

□
湖　
　

秦
潼
湖
□
□
□
□
□
□
□
湖

26　
　
　
　

靜
海
縣
肆
處
辧
鈔
壹
定
五
□
□
分
六
厘

27　
　
　
　
　

右
港
河　

東
関
河　

西
関
河　

南
関
河

28　
　
　

淮
安
路
貳
拾
壹
處
月
辧
鈔
貳
定
貳
拾
陸
兩
六
錢

29　
　
　
　

山
陽
縣
壹
處
射
陽
湖
辧
鈔
貳
拾
捌
兩

30　
　
　
　

鹽
城
縣
壹
拾
漆
處
辧
鈔
參
拾
參
兩
五
錢

31　
　
　
　
　

□
□
□　

垜
□　
　

安
豐　
　

浦
冲　
　

九
里

32　
　
　
　
　

太
□　
　

柴
朶　
　

謝
家
浦　

□
□
□　

雷
公
舍

33　
　
　
　
　

上
沙
□　

苗
家
　

崔
□
□
□
□
□
□　

馬
家
莊

34　
　
　
　
　

新
莊　
　

射
陽
湖　

□
□
□
□
□
□

35　
　
　
　

天
長
縣
丁
西
泥
湖
剏
江
□
□
□
□
□
□
陸
拾
五
兩
壹
錢

36　
　
　

高
郵
府
壹
拾
漆
處
鈔
壹
拾
壹
定
肆
拾
□
□
捌
錢
壹
厘
壹
毫

37　
　
　
　

高
郵
縣
九
處
辧
鈔
五
定
四
拾
陸
兩
貳
錢
四
分

38　
　
　
　
　

新
開
湖　

甓
社
湖　

緑
洋
湖　

博
支
湖　

塘
下
湖

39　
　
　
　
　

漆
里
灘　

石
良
渓　

海
陵
渓　

五
湖

40　
　
　
　

寶
應
縣
五
處
辧
鈔
參
定
參
拾
五
兩
捌
錢
四
分
壹
厘
漆
毫

41　
　
　
　
　

范
光
湖　
白
馬
湖　

津
湖　
　

廣
洋
湖
枝
渓
火
□
蕩 

　
　

辟
魚
蕩

42　
　
　
　
　

北
城
濠

43　
　
　
　

興
化
縣
徳
勝
蜈
蚣
平
望
三
湖
辧
鈔
貳
定
壹
拾
兩

44　

□
津
渡
壹
拾
四
處
月
辧
鈔
壹
拾
五
兩
係
淮
安
路

45　
　
　
　

山
陽
縣
九
處
辧
鈔
陸
兩
陸
錢

46　
　
　
　
　

射
家
埠　

馬
□
□　

故
晉　
　

太
倉　
　

建
義

47　
　
　
　
　

盧
浦　
　

曰
□　
　

仙
岡　
　

射
陽

48　

□
□
□
□
□
□
□
處
辧
鈔
參
兩
九
錢

49　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
新
莊　
　

東
館　
　

沙
弃弃流

50　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
縣
肆
拾
肆
座
海
陵
縣
壹
座
歳
辧

51　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
高
郵
府
高
郵
縣
貳
拾
參
座
除

52　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
辧
鈔
五
定
壹
拾
五
兩

53　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
落
江
都
縣
召
伯
鎭

54　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Ｆ
．
碑
陰
篆
額

01　

聖
旨　
　

02　

懿
旨

Ｇ
．
碑
陰

01　

皇
帝
聖
旨

02　

皇
太
后
懿
旨
會
福
院
至
大
四
年
九
月
二
十
日
伯
□
帖
木
兒
怯
薛
第

二
日
高
家
塔
□
泉
寺
對
天
蔵
沙
津
愛
護
持
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
安

03　
　
　
　
　
　

普
平
章
忽
馬
兒
不
花
院
使

04　
　
　
　

啓
但
屬
高
良
河
寺
常
住
田
産
人
戸
山
場
河
泊
酒
店
等

05　

薛
禪
皇
帝
時
分

06　

察
必
皇
后
□
□
□
□
青
冊
裏
入
去
了
定
體
了
的
地
土
人
戸
山
場
河

泊
出
産
的
物
貨
依
着
在
先
體
例
裏
都
交
納
與
寺
家
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

07　

■
■
■
■
■
□
□
□
者
休
交
當
者
交
立
烽
堠
立
碑
者
説
與
帖
木
迭

児
省
官
毎
交
添
氣
力
遍
行
文
書
嚴
切
禁
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
者
麼
道
■

08　

聖
旨
■
■
■
■
■
■

09　

懿
旨
□
□
□
□
□
□
家
文
書
呵
他
毎
囘
將
文
書
來
交
俺
就
便
行
者

俺
差
人
去
揚
州
濟
南
路
河
間
路
興
濟
等
縣
大
都
路
固
安
州
等
處
取

勘
地
土
立
烽
堠
立
碑
去
呵
差
去
的
人

10　

■
■
■
■
■
與
將
文
書
來
各
處
廉
訪
司
家
有
司
家
信
着
溌
皮
歹
人

毎
織
羅
着
□
差
去
的
人
尋
趁
沮
壊
吏
經
斷
溌
皮
戴
文
坦
等
揚
州
廉

訪
司
□
告
説
董
善
俊
小
名
的
人
是
和

11　

■
■
■
■
■
尚
没
體
例
做
提
舉
司
達
魯
花
赤
麼
道
這
幾
處
妨
碍
着

立
烽
堠
立
碑
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
揚
州
廉
訪

司
裏
行
的
僉
事
哈
只
小
名
的
人

12　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
有
交
那
箇
與
路
家
一
同
添
氣
力
完
備
呵
怎

生

13　

太
后
根
底
啓
呵
奉
■
■

14　

懿
旨
□
□
□
屬
高
良
河
寺
常
住
産
業
交
立
烽
堠
立
碑
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□

15　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
那
裏
的
官
司
怎
敢
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
要
罪
過
也
者
但
是
寺
家
勾
當

16　

依
着
在
前
■
■
■
■
■
■

17　

聖
旨
■
■
■
■
■
■
■
■

18　

懿
旨
廉
訪
司
家
有
司
家
休
入
去
者
再
董
善
俊
小
名
的
人
依
着
已
了

的
言
語
管
着
寺
家
田
産
委
付
做
提
舉
司
達
魯
花
赤
者
廉
訪
司
□
□

□
者
□
那
裏
取
勘
地
土
立
烽
堠
立
碑

19　

■
■
■
■
■
的
勾
當
交
廉
訪
司
裏
哈
只
與
路
家
官
人
毎
一
同
添
氣

力
疾
忙
完
備
者
麼
道
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■

20　

懿
旨
有
來
□
□
□
□
□
□
七
日
木
剌
忽
怯
薛
第
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□

21　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

22　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
時
分
對
瀋
陽
王
也
□
□
□
□
□
院
也
速

知
院
拜
住
孛
羅
理
問
速
古
児
赤
松
壽
本
院
官
安
普
平
章
忽
馬
児
不

花
院
使

23　

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
高
良
河
寺
常
住
青
冊
裏
入
去
了
的
地
土



二
八

人
戸
山
場
河
泊
子
□
差
發
課
程
依
着
在
先
體
例
裏
都
交
納
與
寺
家

者

24　

□
□
□
□
□
□
□
□
者
休
交
當
者
立
烽
堠
立
碑
者
麼
道

25　

聖
旨
■
■
■
■
■
■
■
■
■

26　

懿
旨
有
來
俺
差
人
揚
州
路
濟
南
路
河
間
路
興
濟
等
縣
大
都
路
固
安

州
等
處
取
勘
地
土
立
烽
堠
立
碑
去
呵
差
去
的
人
與
將
文
書
來
各
處

廉
訪
司
家
有
司
家
信
着
溌
皮
歹
人
毎

27　
　
　
　
　
　

織
羅
着
差
去
的
人
尋
趁
沮
壊
吏
經
斷
溌
皮
戴
文
坦
等

揚
州
廉
訪
司
告
説
董
善
俊
是
和
尚
没
體
例
做
提
舉
司
達
魯
花
赤
麼

道
這
幾
處
妨
碍
着
立
烽
堠
立
碑
□
揚

28　
　
　
　
　
　

州
廉
訪
司
裏
行
的
哈
只
僉
事
□

29　

太
后
位
下
的
勾
當
裏
肯
用
心
有
交
他
與
路
家
一
同
添
氣
力
完
備
呵

怎
生

30　

太
后
根
底
啓
呵
奉

31　

懿
旨

再
差
元
去
的
人
遍
行
文
書
疾
忙
立
烽
堠
立
碑
者
再
有
這
般

沮
壊
的
歹
人
毎
好
生
要
罪
過
也
者
但
是
寺
家
勾
當
裏
依
着
在
前

32　

聖
旨

33　

懿
旨
廉
訪
司
家
有
司
家
休
入
去
者
董
善
俊
小
名
的
人
依
着
已
了
的

言
語
管
着
寺
家
田
産
委
付
做
提
舉
司
達
魯
花
赤
者
廉
訪
司
□
□
□

者
那
裏
取
勘
地
土
立
烽
堠
立
碑
的
勾

34　
　
　
　
　
　

當
交
廉
訪
司
裏
哈
只
與
路
家
官
人
毎
一
同
添
氣
力
疾

忙
完
備
者
麼
道

35　

懿
旨
有
來
奏
呵
奉

36　

聖
旨
屬
高
良
河
寺
常
住
田
産
立
烽
堠
立
碑
的
勾
當
依
着

37　

太
后
懿
旨
再
差
元
去
的
人
遍
行
文
書
立
烽
堠
立
碑
者
寺
家
不
揀
甚

麼
勾
當
依
着
已
了
的
言
語
不
揀
那
箇
衙
門
休
入
去
休
侵
犯
者
和
尚

董
善
俊
小
名
的
人
依
舊
委
付
管
寺
家

38　
　
　
　
　
　

勾
當
者
再
有
諸
人
爭
奪
各
處
官
司
沮
壊
寺
家
的
勾
當

呵
好
生
問
要
罪
過
者

39　

聖
旨
了
也
欽
此


